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隆' 

夫

「

本
多
利
明
の
黴
政
論

—

そ
の
前
提—

」
(「

三
田
.学
会
雑
誌」

第
.五
十1

巻
：
 

第
五
S

及

び「

本
多
利
明
の
農
政
論

C

続
.

)
—

そ
の
経
済
政
策
の
：性
格

—
」 

(「

三
田
学
会
雜
誌」

，.第
.
五
十
一
：
卷
第
十S

の
ニ
拙
論
に
お
い
て
、
本
多
税
明 

(

寛
保
三
年—

文
政
三
年
.

て
七
四
三
丨.
ー
八
ニ
〇)

の
農
政
論
に
つ
い
.て
考 

察
し
て
来
た
：

i

著
は
、
い
わ
ゆ
る「

四
大
急
務
、
小
急
務
、
：

1

一
一
慮
.

」

，
.等

の

施

策
 

め
中
に
見
出
さ
れ
た
経
世
策
を
利
明
が
樹
立
ず
る
に
.-
®

っ
た
現
実
的
根
拠
と
し 

て
、
急
迫
し
つ
つ
あ
っ
た
対
外
関
係
0.

発
生
と
共
に
，
当
時
の
国
内
社:#
経
済 

辦
倩
乃
至
政
治
馨：

の
重
大
化
を
指
摘
は
！

i
。

利
明
が
生
存
し
た
寛
保
三
年
ょ 

り
文
政
三
年
に
至
る.
時
代
は
、

い

わ

ゆ

る「

田
沼
時
代
1-
:

ょ
り
松
.
®
信
の 

r

寛
政
の
治」

，
を
経
て
.「

文
化
：'
文
政
の
大
御
所
時
代

」

一
に
至
る
時
期
で
あ
っ 

て
、.
心
あ
る
識
者
に
と
っ
て
は、
.ま
こ
と
に
容
易
な
ら
ぬ.時
代
と
し
；て
目
に
映 

じ
は
じ
め
てい
た

。,-
.
利
Q/
j

の
活
躍
の

^

き

で

あ

っ
'た
国
内
事
情
及
び
国
際
関
係 

と
同
じ
现
実
が
、
：馨

が

こ

の«

論
.に
お
い
て
考
察
せ
ん
：と±;
.
る
：水
戸
学
派
の

'

近
世
.農
政
思
想
：の

一

考

察

.

第
二
期
、.
六
世
文
公
、
七
世
武
公
の
世
に
、
後
期
永
戸
学
の
塞
礎
を
お
い
た
と 

:
い
ぅ
意
味
に
お
い
て
も
極
め
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
、
と
く
に
そ
の
農
政
思
想 

に
お
い
て
法
罔
す
べ
き
著
作
た
る

r

勧
農
或
問」

.c

寛

政

十

一

，年
.

一
七
九
七〕 

を
書
い
た
藤
田
幽
谷

(

货
永
三
年
丨
文
馱
九
年.:
一.
七
七
四—

一
八
ー
ー>\
*)

の 

経
済
思
姻
と
く.に
農
政
に
関
す
る
諸
献
策
を
生
み
出
し
た
0

で
あ
ら
た
。
幽
谷 

の
経
済
思
想
は
利
明
等
，を
生
み
出
し
た
そ
&

1

の
国
内
反
び
国
外
事
情
を
背 

景
に
、0
当
時
の
諸
思
潮
の
中
に
旅
成
：
•

発
現
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
よ
り
具
体 

的
に
は
、

幽
谷
を
つ
つ
む
：
.冰
戸
藩
に
伝
わ
る.義
公
以
来
.の
.
い

わ

ゆ

る「

水
戸 

.
学」

■の
思
想
的
土
嬢
と
、
徳
川
御

iii

家
の
‘.一
つ
で
あ
る
と
い
ぅ
雜
な
政
治
的 

地
位
と
、
水
戸
藩
領
が
関
東
地
方
.に
お
け
る
.一
地
方
と
士
て
持
つ
社
会
経
済
的 

構
造
.̂'
:

,そ
.の
発
展
と
.
.の
関
連̂

下
に
生
.ま
れ
た
も
の.で
あ
る
。
，
幽
谷
に
よ
っ
て
，
 

承

さ

れ

先

経

済

思

想

と

く

に

農

政

思

姻

が

、
ー
.：利
明
に
現
わ
れ

た

そ

れ

と

は

お

の 

ず
.か
ら
そ
:0

視
角
を
異
に
し
、'そ
€>
'

1

の
内
容
を
い
ち
じ
る
し
く
相
違
す
る

. 

i

と

な
.'
?

た
と
i

を
見
逃
す
集
は
出
来
なv>
o

-.
ま
た
幽
谷
の
思
想
は
水
戸
学 

の
-!
•
尊
王
論
1-
.

「

孃
夷
論
,-

の
発
展
史
上
に
お
：い
て
重
要
な
る
役
割
を
な
し

V 

一

Q

一
八
七)

.

.



た
。

.す
な
わ
ち
幽
谷
の
思
想
は
、
：そ
の
子
東
湖
、
弟
子
正
志
斎
ら
に
ょ
り
さ
ら 

に
発
展
さ
れ' 

|

!

|

^
に
お
け
'̂

支
配
的
な
思
想
に
つ
.ち
な
っ
て
いる
*
こ
れ
ら 

尊
王
.
•
擬
襃
思
想
の
特
つ
意
味
と
そ
の
演
じ
た
歴
史
的
意
義
と
を
正
し
く
規
定 

.す
る

ご
.と
ほ
、

，

政
治
史
乃
至
政
沿
思
想
史
の
上.に
重
要
で
あ
る
。

し
か 

も
、

彼
等
の
主
張
し
た
尊
王
論
V

擬
萸
論
は
：そ
の
根
底
の
一
.つ
に
濃
本
主
義 

的
、
重
農
主
義
的
な
農
政
論
が
あ
っ
た
。
か
か
る
点
ょ
り
み
て
も
幽
谷
に
お
い 

て
、

い
ち
じ
る
し
い
形
で
展
開
さ
れ
た
、
.
農
本
主
義
的
な
、
，
保
守
的
な
農
政
論
. 

に
注EI

す
る
こ
と
.が
必
要
，で
あ
る
。
ま
：た
幽
谷
の
農
政
論
.を
検
討
：す

る
こ
と 

は
、
時
期
的
に
；は
若
干
相
前
後
す
る
，か
、
信
淵
、
尊
徳
、，

1幽
学
ら
の
農
政
論
.や 

経
||
*
1策
や
、
あ
る
い
は
永
常
ら
の.農
学
を
念
頭
に
お
，き
、
享
保
以
降
変
質
し
.つ 

つ
あ
っ
た
農
村
に
対
す
る
農
政
の
在
り
方
を
考
究
せ
ん
と
す

る
筆
者
の
意
図
と 

.も
関
係
を
持
？
て
い
る。
.

：
.

(

注
一〕

拙

稿「

本

多

荆

明
の
農
政
論」

(「

三
田
学
会
雑
誌」
第
五
十
一
巻
第 

7,
:

号)

七
冥
以
.下
参
照
。

_ 

.
‘

'ニ 

'•

い
わ
ゆ
る「

水
戸
学」

7!
;
至

「

水
^

学
派」

の
名
称
は
水
戸
の
学
若
、
思
想 

家
ら
が
，：：

n

称
し
た
も
の
で
は
な
く
、
他
か
ら
呼
称
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

水
戸 

で

は「

常
陸
の
学」

(

藤
田
東
湖)

、「

実
学」

、
あ
る
い
は「

正
学」

と
称
し
て 

い
た
。
こ
こ
で「

帛
申」

と
尚
ら
‘の
学
問
.を
称
し
た
の
は
実
際
の
役
に
立
つ
学 

}!
■
]

、
実
際
に
之
を
自
己
の
身
に
行
な
い
、
天
下
に
行
な
う
べ
き
学
問
と
い
う
意

n
.

.

(

三
八
八)

味
で
あ
り
、
空

興.
\空
論
.の
為
め
の
学
問.で
は
な
く
、
道
の
実
践
の
た
め
の
学 

問
、
政
治
其
の
他
の
事
業
の
上
に
生
か
し
て
行
く
た
め

.
の
学
問
：を
意
味
し
て
い

(

注
ー)  

(

注
ニ〕

た
と
悤
わ
れ
る
。
こ
の
水
戸
学
は
時
狀
的
に
み
て
、
ほ
ほ

n

一
 

期
に
区
分
さ
れ
る
。 

第

ー

ー

期

は

義

公

.
邂
川
光
囿(

寛
永
五
年
丨
元
禄—-
三
年
*

一
六
--

一
 
八
丨
一
七
0
 

'
〇)

の
彰
考
館C

寛

文1

ニ
年
*.

六
七
ニ)

を
中
心
に
、

「

'太
n

本
史」

霍

の
 

因
的
で
、
多
く
の
学
者
が
活
蹯
し
た
創
業
の
時
代
で
あ
り
、
第
二
期
は
第
六
世 

文
公
.
.徳
川
治
保
の
世
に
お
い
て
、
立
原
翠
酐
、
小
宫
山
楓
軒
及
び
藤
田
幽
谷
ら 

を
中
心
と
し
た
中
興
期
、
大
日
本
史
i

の
.水
戸
学
を
実
学
に
導
き
入
れ
た
時 

代
で
あ
り
、
第
三
期
は
烈
公•徳
川
斎
昭
.
，

(

寛
政
ニ
ー
年
丨
万
延.元

年
•

1

八
〇 

0

1

.

1

八
六
Q

)

の
治
世
に
お
け
る
水
戸
学
の
集
成
時
代
で
あ
ゥ
、
こ
の
時
期
は 

.

水
戸
学
が
系
統
的
に
組
織
さ
れ
、
直
接
政
治
問
題
に
関
与
す
る
こ
と
多
く
、
尊 

王
論
、
孃
夷
論
が
唱
え
ら
れ
、
代
表
的
人
物
と
し
て
会
沢
正
志
斎
、
藤
田
東
湖 

ら
を
生
ん
だ
時
代
で
あ
る
。
以
上
の
区
分
と
.
は
別
に
、
水
戸
学
は
そ
の
内
容
ょ 

り
.
ニ
つ
：に
区
別
さ5

¥

そ
の
一
は「

水
戸
史
学」

で
あ
り
、
他

は「

水
戸
政 

教
学」

で
あ
る
。
前

者「

水
戸
史
学」

は
主
に「

大
日
本
史」

馨

を

中

心

と 

し
て
展
開
し
た
も€>
•

で
あ
り
、
後

者「

水
戸
政
教
学」

ば
幽
谷
等
を
先
駆
と
し 

て
主
.に

「

趴

員

胄

記

」

を

土
台
に
、
尊

王
.

讓
夷
論
を
中
心
に
政
治
•
経
済
問 

.

.題
を
論
じ
一
時
天
下
を
動
か
す
に
至
っ
た
も
の
を
意
味
し
、
こ
の
両
者
を
綜
合 

.

し
た
も
の
が「

水
戸
学」

と
呼
ば
れ
る
内
容
の
全
体
で
あ
る
。

_

さ
て
、
今
日
ま
で
行
な
わ
れ
て
来
た
水
戸
学
研
究
の
発
展
を
回
顧
す
れ
ば
、 

戦
前
に
お
い
て
は
、n
本
精
神
顕
彰
の
立
場
よ
り
の
研
究
が
盛
に
行
な
わ
れ
、
 

戦
後
に
お
い
て
は
顕
彰
的
立
場
を
離
れ
た
硏
究
が
進
め
ら
れ
た
。
顕
彰
的
立
場

よ
り
な
さ
れ
た
硏
毙
を
い
ま
は
問
わ
ぬ
こ

と

と

し
て
、
そ
れ
よ
り.離
れ
た
.立
場 

よ
り
す
る
硏
発
を
み
る>
、
そ
の
主
要
な
る
硏̂

課
題
は
、
.
水
戸
学
成
立
、
：発 

展
の
学
的
•

思
想
的
系
譜
の
問
題
、
水j
e
子
の
性
格
を
い
か
，に
規
定
す
る
か
の 

性
格
規
定
の
問
題
、
，
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
®

に
あ
る
ホ
戸
藩
の
社
^

.
経
済
的 

乃
至
政
治
的
諸_

情
の
経
済
史
的
、
政
治
史
的
硏
究
.の
.諸
問
題
に
し
ぼ
ら
れ
る0
. 

永
戸
学
の
成
立•
発
展
'の
学
的
.

思
想
的
系
譜
を
探
る
場
合
、
そ
の
創
始
者
で 

あ
る
義
公
以
下
諸
学
者
の
儒
教
思
想
の
系
譜
、
発
展
が
問
わ
れ
、

.
つ
い
で
神
道
. 

や
国
学
よ
り
め
爆
響
、
蘭
学
の
流
入
等
の
検
討
が
童
要
ヤ
あ
る
。
水
：戸
学
の
性 

格
規
宏
に
関
し
て
は
、
，
鹿
野
氏
の
論
文
に
要
約
せ
ら
れ
て
い
る
ご

'と
く
、
一
つ
，
 

は
永
田
広
志
氏T

唯
物
史
観
日
本
哲
学
思
想
史

」

'(

昭
和
十
四
年)

'
に
み
ら
れ
る
，
 

見
解
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
学|
>
水
一
尸
学
の
贫
展
方
向
に.「

国
民
主
義
の
形
成」

を
認
め
、
と
く
に̂

^

と
正
志
.の
思
想
の
中
に「

国
学
に
お
い
.て
萠
芽
を
見
せ 

た
こ
の
国
民
意
識
を
、

：

か
か
る
情
勢.め
下
で
、

一
層
発
展
し
た
形
態
に
お
い
て 

代
表
し
た
も
の」

を
見
出
し
、「

水
戸
学
は
、
.こ
の
拾
頭
せ
る
国
民
主
義
的
傾 

向
を
代
表
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
政
治
運
動
I

安
政
開
国
前
後
に
燃
え 

上
づ
た
攘
夷'
§

お
よ
び
幕
政
運
動—

の
指
導
理
論
と
し
て
大
き
な
役
割
を
演 

じ
た」

.

と
.評
価
し
.た
。
.攘
夷
思
想
をr

保
守
的
要
因
と
、
当
時
に
あ
っ
て
は
^
 

歩
的
だ
マ
た
国
民
主
義
的
動
向
と
が
錯
綜
し
た
も
の

」

と
し
、
そ
れ
と
尊
王
思 

想
と
が
結
び
つ
き
、
国
内
政
治
改
革
の
気
運
，を

準
,1
1

し
、
封
建
的
割
拋
か
ら
国 

民
的
統1

へ
の
方
向
に
展
開
ざ
れ
た
と
み
た
。
か
く
て
後
期
水
一

pi

学

は「

日
本 

.に
お
#

石
国
民
主
義
の
最
初
の
政
治
的
定
戎
化

」

と
規
定
さ
れ
て
へ
|
结

そ

こ
 

に
は
反
封̂

、
反
幕
雒
的
思
潮
の
枱
頭
と
じ
て
の
他
格
が
強
べ
指
摘
：さ
れ
て
い 

近
世
農
政
思
想
の
一
考
察

た
。
こ
の
批
判
と
し
て
生
ま
れ
て
来
た
見
解
に
、

/
遠
山
茂
樹
氏
其
の
他
の
主
張 

が
あ
る
。
遠
山
氏
は「

水
戸
学
の
性
格j 

(

中
村
孝
也
編r

生
活
と
思
想」

眧 

和
十
汍
年
、
所
収.)

、「

明
治
維
新J

;
(

昭
和
一.
一
十
六
年)
、r
尊
王
‘攘
夷
思
想
と 

チ
シ
ョ
チ
リ
ズ

^

:：
.
'

(

象
洋
：文

化

講

座r

尊
攘
思
想
と
絶
対
主
義

」

昭
和
二
十 

三
年
所
収)

等
に
お
_
い
：て
、.，#

王
論
及
.び
攘
夷
論
を
検
討3

®
。
尊
王
と
攘
夷 

は
共
に
本
来
儒
教
的
名
分
論
に.も
と
づ
く
も
の
で
、
.内
に
あ
っ
て
は
君
臣
の
大 

義

、
外
に
#

し
て
は
華
夷
内
外
の
弁
と
し
て
表
現
さ
れ
た
も
.の
で
、
近
代
的
於 

国
家
意
識
、.
国
民
意
識
の
観
念
，を
生
長
さ
せ
る
条
件
を
全
く
欠
除
し
て
い
た
封 

建
制
度
下
に
あ.？
て
：は
、
自
尊
排
外
の
名
分
論
を
説
く
に
急
で
あ
っ
た
攘
夷
論 

:

.の
中
'に
は
近
代
的
な
国
家
意
識
、
国
民
意
識
は
ft

来
す
る
も
の
で
は
な
い
。
癭 

夷
論
に
共
通
す
る
顕
著
な
特
色
は
愚
民
観
で
あ
り
、
民
衆
を
愚
か
な
も
の
、
頼 

.

む
に
足
ら
ざ
る
も
の
と
：し
て
、
国
家
観
念
の
外
に
追
放
し
、
国
寧
意
識
を
支
配 

階
級
の
独
占
物
と
し
よ
ぅ
と
す
る
考
え
方
で
，あ
り
、
日
本
人
の
全
一
体
性
を
否 

定
す
る
封
建
意
識
と
考
え
る0'「

尊
王
攘
夷
思
想
も
、
そ
の
名
分
論
と
し
て
の
性 

格
故
.に
、
封
建
制
亿
太
い
す
る̂
命
思
想
た
り
え
な
か
っ
た

」

。「

わ
が
尊
王
讓 

夷
思
想
が
、
民
、王
主
義
な
い
し
国
際
主
義
と
結
八

ロ

し

た

と
い
ぅ
意
味
で
のナ

シ 

ョ

ナ
U

ズ
ム
セ
な
か
っ
た
こ
上
は
い
ぅ
ま
で
も
な
い
，。
そ
れ
は
冗
来
封
建
队
想 

以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
。

」

と
遠
山
氏
は
尊
玉
攘_
思
想
；の
性
格
を
規
定 

.

し
、：

水
一
中
の
尊
王
襲
夷
論
者
と
し
て
著
名
な
藤
田
幽
谷
に
あ
ら
わ
れ
た
愚
民
観

，を
包
含
す
名
菌
夷
論
は
、
断
じ
て
近
代
的
国
民
意
識
、
国
民
的
独
立
意
識
の
す

.

.

.

.

. 

.

•

な
お
な
表
現
ぁ
は
見
な
す
と>
:が
で
き
な
い
と
評
価
し
た
。
か
く
て
、
遠
山
氏 

一
は
水
戸
学
を「

封

建

反

動

へ

と

規

定

し

、
一
封
建
制
の
補
強
な
い
し
改
良

v
:-
:

v

k

 

a

一i
A
九)



の
理
#

を
提
供
し
.た
と
こ
6

に
水
芦
学
の
意
義
が
あ
る
と
論.1:

て

：
い

る

。
：
西

郷

： 

信
綱
氏
样
ー
圓
学
吖
批
判
卜̂
お
か
て
水
芦
学
を
封
建
貴
族
階
徽
の
治
者
ィ
デ 

オ
13
,
ギ

，.
丨

そ

の

も

の

.と
規
定
し
、'
山

.
ロ

宗

之

氏

も

ま

女

ほ

.
ぼ

:-

の
方
向
に
お
い 

て
水
戸
学
の
性
格
を
規
雜3

、.
と
X

に
.会
沢
.正
志
斎
の
晚
年
の
政
治
的
行
動
を 

I

じ
て
、
，山
ロ
：氏
は
そ
こ
に
わ
た
だ
封
建
制
下
の
わ
が
雜
、
：更
に
そ
め
宗
家
：で
：
 

あ
る
徳
川
将
軍
の
安
泰
七
、，
こ
の
幕
府
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
べ
き
天
下
を

®

:
 

カ
の
脅
威
か
ら
擁
護
す?)
-

こ
：と

に
.£
.
そ
、
.そ
の
倩
熱
の
す
べ'
て
が
.注
が
れ
て
い
：
 

た
1-
こ
と
を
み
、
彼
の
国
体
論
乃
至
翦
王
論
が
篇
革
新
性
.に
遠
く
、
'現
実
の 

秩
序
と
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
説
が
れ
た
封
建
的
教
学
の
主
張

.に
外
な
ら
な
い
こ 

と
、
そ
の
反
動
性
ば
儒
蒸
教
養
に
う
ら
う
ち
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
樹
建
.瑰
念 

が
、
そ
の
思
想
.の
中
核
を
形
成
し
て
お
り
、
封
建
道
徳
、
特
に
将
軍
の
御
三
家
，
 

と
し
て
の
敬
慕
思
想
が
.か
た
く
な
な
ま
で
に
彼
の
意
識
を
規
定
し
て
い
た
こ
と 

よ
り
生
じ
て
来
たxj

と
、..
こ
の
敬
慕
思
想
が
藩
主
へ.の
忠
誠
に
つ
ら
な
り
、
>水 

戸
家
、
水
戸
藩
の
，永
此
安
泰
を
願
う
と
C

ろ
か
ら
幕
府
の
方
針
と
迎
合
し
て
行 

っ
た
こ
と
、
等
を
指
摘
し
、
水
芦
学
の
明
治
維
渐
の
指
導
的
思
想
と
し
て
の
役 

割
が
大
幅
に
後
退
せ
し..め
ら
れ
、：
そ
の
不
毛
性
を
力
説
し
て
い
る
。
最
後
に
丸 

3

真
男
氏
に
よ
る
水
戸
学
の
性
格
の
規
定
が
あ
る
。

.

と
ぐ
に
後
期
水
戸
学
に
典 

型
的
.に
示
さ
れ
て
い
る■と

，
こ

ろ

■
は

1

外
国
勢
力
の.脅
威
に
.対
し
.国
内
的
.
.
.一.致
の
.

\ 

要
請
が
あ
り
、
：
作
為
の
論
理
を
停
滞
せ
し
め
、
む

^

ろ
自
然
的
秩
序
思
想
を
復',
' 

话
せ
し
め
、

S

B

的
階
級
統
制
を
以
て
我
国
固
有
の
道
と
看
做
し
、
そ
れ
を
維 

持
す
る
こ
と
が
即
ち
日
本
を
外
敵
か
ら
擁
護
す
る
所
以

」

で
あ
.る
と
す
る
攘
夷 

論
と
、「

国
内
的
一
致
の.精
祌
的
支
桂
と
し
て
急
速
に
枱
頭

」

し
た
尊
王
論
と
.が

相
結
合
し
、「

封
建
的
秩
序
0

変
苹
よ
り
も
：ま
ず
以
て
、そ
：の
再
認
識
の
ィ
デ
オ 

ロ
:¥
|
.

」

_
:で
：あ
：っ,̂
克
と
を
指
摘
し
た
。.ま
た
丸
山
氏
は
：

「

前
期
的
国
民
主
義 

'
■'
.
の

霞

態
1-

に
：お
い
て
、
遵
王
讓
夷
論
の
意
義
を
検
討
ー
し
、
.そ
れ
が
い
か
な
る 

.
社
会
_

の
い
か
な
.る
：社
会
的
立
場
に
於
て
主
張
さ
れ
て
い
る
か
を
具
体
的
に
分 

ノ
析
す
る
と
と.に
よ
っ
：て
尊
王
攘
夷
思
潮
の
歴
史
的
役
割
が
把
据
さ
れ
る
と
な 

し
、
：

「

諸
侯
的
攘
禹
論」

と
.

「

書
生
：の
尊
皇
攘
夷
論

」

' 

と
を
区
別
し
、

前
者
は 

大
体
に
.お

，
い

て

尊

王

1

論
乃
至
公
武
合
体
論
と
結
び
つ
き
、
後
者
は
や
が
て 

瓦
幕
乃
至
討
幕
論
と
合
流
し
、
'
前
者
の
優
越
性
が
次
第
に
後
者
に
移
行
す
る
。. 

後
期
の
水
戸
学
、.そ
の
.代
表
的
な
論
者
と
し
て
会
沢
正
志
の
理
論
の
中
'に

「

そ 

'
の
攘
夷
論
の
根
抵
に
は̂
支J

g

層
に
対
す
る
根
本
的
不
信
、
庶
民
層
が
外
国
勢 

力
の
.支
援
を
恃
ん
'で
封
建
的
支
配
関
係
を
揺
が
す
こ
と
に
対
す
る
恐
怖
感
が
絶 

え
ず
流
れ
■て
い
た」

。
そ
こ
に
は「

愚
民
1-
-
.観
が
存
在
し
て
い
た
。
；
i

「

新 

論
を
含
め
てi

水
戸
学
の
攘
夷
論
は
、

：

広
く
国
民
と
共
に
対
外
防
衛
に
当
ら 

ぅ
と
す
る
近
代
的
国
民
主
義
と
は
.む
し
ろ
逆
に
、
動
も
す
れ
ば

『

民

ノ

或

ハ

動
 

ヵ
ン
コ
ト

ヲ

恐

レ』

た」

の
で
あ
っ
て
、
攘
夷
論
と
結
合
さ
れ
た
尊
王
論
は

「

封 

.

建
的
身
分
的
階
級
統
制
と
牴
触
す
る
、ど
こ
ろ
が
、
む
し
ろ
後
者
の
基
礎
づ
け
と 

し
て
.役
立
ち
ぅ
る
も
の
で
あつた

」

。

そ
れ
は
封
建
的.ヒ
.へ
エラ
ル

キ

ー

と
矛
盾 

せ
ず
、.
：む
し
ろ
そ.れ
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

\
さ
ら
に
水
ー£

チ
が
ー
_

_

王
讓
夷
日
心_

乃
至
運
動
に
お
い
て
中
心
的
、
指
導 

的
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
。へ
ル
l

i

,

安
政
年
間
を
以
て
影
響
力
を
失
い
、

,
.
明
治
維
新
の
運
動
に
お
い
て
篤
本
流
た
り
え
ず
、
，井
伊
の
暗
殺
と
筑
波
挙
兵 

に
終
っ
た
事
、
，
あ
る
い
は
水
戸
学
の
性
格
を
規
定
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
の
根
拠

を

何

処

に

求

.め
る

か

と

い

う

問

題

が

あ

と

に

残

さ

れ

る

。

こ

れ

に

関

し

‘て
は

、

水
戸
藩
領
の
社
会
経
済
的
発
展
の
後
進
性
に
求
め
る
見
解(

例
え
ば
井
上
清
氏 

「

日
本
現
代
史—

明
治
維
新」

.に
見
ら
れ
る
理
解)

.と
、
.水
戸
派
が
御
三
家
の 

一
つ
と
い
う
霖
な
政
治
的
地
位
に
求
め
る
見
解(

例
え
ば
木
戸
田
四
郎
氏「

桜 

田
門
の
変
と
扭
郷
商
人
層」

(
「

日
本
歴
史」

.

.六
四

•：昭
和
二
.十
八
年)

；
と
.に
：太 

別
す
る
市
が
出
来
ょ
う
。

こ
れ
は
一
面
的
に
の
•み
決
定
を
な
す
事
は
^

^
な
問 

題
で
あ
り
、
水
戸
雜
領
の
お
か
れ
た
社
会
経
済
：

g

事
情
、，
そ
こ
に
育
ま
：れ
た
思
. 

想
的
特
質
、：
系
譜
、
さ
ら
に
水
戸
雜
主
の
政
治
的
地
位
等
が
綜
合
的
に
検
討
せ 

ら

る

べ

き

で

あ

ろ

う

。

最
後
に
拙
論
の
直
接
の
対
象
と
な
る
藤
阳
幽
谷
に
関
し
て
は
、
幽
谷
が
水
戸

.
' 

学
に
お
い
て
占
め
る
位
置
が
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
後
期
水
戸
学
、
藤
：阳
東
湖 

や
会
釈
正
.志
斎
の
師
父
で
る.関
係
ょ
り
L

て
、
水
戸
学
に
目
す
る
研̂
書
は 

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
こ
れ
に
ふ.れ
て
い
る
と
い
い
う
る
。
し
か
し
直
接
幽
谷
に
関 

す
る
研
究
は
必
ず
し.%•
多
く
：は
な
い
。
い
ま
そ
の
若
干
を
あ
げ
れ
ぼ
、
高
須
芳

:■
■.
 

次

郞

氏「

水
戸
学
徒
列
伝」

(

昭

和

十

六

年
.'

同

「

永
戸
学
派
の
人
々」

.:(

昭 

和
十
七
:«

、'
同「

水
戸
学
派
の
尊
皇
及
経
綸"-(

昭
和
十
.
ー
年)

等
に
見
ら
れ
る
■ 

幽
谷
に
関
す
る
研
究
、1

条

猛

次

郞

氏「

維
新
水
戸
学
派
の
活
躍

」
(

昭
和
十 

七
S

:

の
中
の
幽
谷
硏
能
、©

村
文
則
氏
.「

藤
阳
幽
谷」

(

昭
和
十
五
年)

、
塚 

本
勝
葳
氏
.「

藤
田
幽
谷
の
思
想」

'

(

昭
湘
十
九
年)

、

久

木

独

石

馬

：「

藤

田

幽

谷
 

の
水
一
尸
武
公
に
上
り
し
封
襄
稿

j

ハ「

m

洋
文
ル」

セ
九
1

八

.0

サ
、
吧
和
六
- 

年)

、
同
-̂

経

籠

者
^

ん
て
の
藤
田
幽
谷̂

^

東
洋
女
^

^

^

丨
八
五
号
、
：

昭
和
六
苹)

、
，
大
山
敷
太
郞
氏「

藤
田
幽
谷
の
力
役
課
微
論.

」

.(「

経
済
史
研
究」

. 

. 

.

近

世

農

政

思

想

の

一

考

察

_

.
 

-
 

•

十
七
の
六
.

昭
和
十
二
®

等
が
あ
る
。
な
お
、
水
戸
学
の
経
済
論
に
関
し
て 

は
、
東
晋
太
郎
氏.「

水
戸
学
派
の
経
済
論

」

：(「

経
済
学
論
究1

七
の
三
.

M

、 

昭
和
ニ
十
んー

ニ
十
九
年
>
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
列
賃
に
義
ハ
ム
、
安
積
澹
泊
、

一一

I

宅

藤

、，.g

疆

溉

、

r

長
久
.保
赤
水
、.
.小
宮
山
楓
&

、
高
馱
昌
碩
、
藤
田
幽 

谷
、
i

藤
.田
東
湖
、
' 
会
沢
正
志
、
：岡
井
蓮
亭
等
の
経
済
論
が
概
説
さ
れ
て

い
る
0

.

-
 

• 

.

(

注

|)

.「

水

戸

学

」

.の
名

称

に

関

す

る

考

1証
上

し

て

は

、

顕

彰

的

立

場

ょ

り
 

，研

究

：を

な

し

た

高

須

芳

次

郎

氏
. ：「

水

戸

学

派

の

尊

皇

及

び

経

綸

j

序

説

を

参

-

M

o

: 

-

V
 ノ
 

： 

-

(

注

ニ

)

戦

後

の

研

究

と

：し

て

「

水

戸

莩

派

の

経

済

論

i

を

概

括

し

た

東

晋

太
 

■
.那

氏

の

論

文

''(
「

経

済

学

論

究

」

.
第

七

巻

第

三

号

)

に

お

ぃ

て

、

水

戸

学

派
 

:
.の
経

済

論

の

：史

的

発

展

.の

.時
期

を

大

別

し

て

三

.期

.と
な

し

、

そ

れ

ぞ

れ

の

時
 

.期

に

お

け

る

経

済

論

'を
、

学

者

別

に

そ

の

概

要

を

論

じ

て

•い
る

。

C

注

三

)

高

須

芳

次

郞

氏

'

「

水

戸

学

派

の

薄

皇

及

*ひ
経

綸

」

は
、

水

戸

史

学

と 

水
戸
政
教
学
と
の
一
一
一
つ
の

0

#
に

水

戸

学

を

.分
け

、

そ

の

各

々

に
っ

.ぃ
て
論 

.述
し
た
も
の
で
ぁ
づ
て
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
行
な
っ
た
氏
の
研
究
の
集
大 

成

と

も

，

V
わ

る

べ

.き
も

.

Q

..
て

.あ

.る
'。
高

須

氏

.■の
見

解

■に

言

及

す

る

時

：は

主

と 

•し

.■て
本

書

尤

ょ

る

.'。：

':、

'

.

-

:

.
''
-
:
:
.
.

(

注

：四

V
ぜ

建

社

会

解

体

期

に

お

呔

る

思

想

の

一

つ

と

し

て

「

水

戸

学

」

，
及
び 

「

尊

王

思

想

^-
シ

へ

の

挙

的

閼

心

ぽ

高

め

ら

れ

つ

‘つ
ぁ

る

o :

戦

前

の

顕

彰

的

立
 

場
ょ
り
す
る
水
戶
学
の
研

.究
，
.を
克

服

し

，、
，明

：治

維

新

の

変

苹

へ

の

展

望

の

下
 

, 

:五

(

三

九

.一)



::
で
研
究
：办
進
：展
：が
要
望
さ
也
て
い
る
。
4 -
日
.ま
で
め
水
芦
学
の
研
究史

：：

の

整

.
• 

.
皿
、
展
望
と
し
て
鹿
野
政
直
氏
に
ょ
^

「

明
治
維
新
殳
研
究
講
座」

第
一
i

'

.

所
狀
の
論
文
が
す
ぐ
れ
•て
い
石
。
..
.
.そ
こ
：に
復
甘
的
な
重
農
主
義
々
あ
？
た
水
：

.戸
学
の
経
済
論
の
研
究
の
童
要
性
が
咏
示
ざ
れ
て
い
る
。

'

^

'

(

注
五)

こ
こ
で
の
引
用
は
永
田
成
志
氏「

唯
物
电
観
日
本
哲
学
史」

(

昭
和
ー
：
一 

:十
七

年)

：
.一
一
七
〇
丨1ー
七
三
頁
に
；ょ
る
ゃ
.永
田
：氏
.は

本

書

に

お
い
て
主
と.し 

て
.德
川
時
.代
を
中
.心
と
す
る
哲
学
思
想
の
.歷
.史
.
'の
概
観
を
与
ぇ
.る

こ

.

.
と

汝

主
 

眼
と
し
て
い
る

の
で
‘
る
が
、
国
学
、
洋
学
の
絡
展
の
中
に
反
封
建
、..反

慕

, 

.:
藩
的
思
潮
の
枱
頭
.を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

'

'

(

注
六)

V'
J
と
で
は
遠
山
茂
榭
氏
の「

尊
主
攘
夷
思
想
と

デ
シ
3

ナ
リ
ズ
ム

」

の
論
文
中
に
示
さ
れ
て
い
る
氏
の
所
諭
の
み
.を
あ
げ
る
に
と
ど
め
て
お
く
。
 

以
下
の
引
用
は
右
の
論
文
ょ
り
で
あ
る
。 

• 

• 

•
.

(

注
七)

山
ロ
宗
之
氏
は「

晚
年
の
会
が
ポ
忐
胄
丨
幕
末
政
治
思
想
史
矹
究
の 

一
節
丨」

(

香
川
大
学「

経
済
論
叢」

第
二
十
.九
卷
第 
一

-:
,
昭

和

三

十
一
年

. 

:-
/
/
.
月)

に
お
.い
'て
、
芷
志
斎
の
.ヘ
リ
ー
来
紘
以
後
、
安
政—

文
久
以
後
に
お 

け
る
政
治
的
行
動
及
び
彼
の
思
想
を
検
討
し
、
そ
こ
に
現
わ
れ
た
思
想
の
封 

•

雄
的
性
格
を
明
白
.に
し
、
'
正
志
斎
の
政
治
的
思
想
的
生
命
が
ベ
U 

I来
航
を 

も
っ
て
終
り
、
' そ
.れ
以
後
の
尊
攘
論
•

尊
攘
運
動
と
正
忠
斎
と
は
全
く
無
縁
'

の
も
の
で
.あ
^

と
い
.ぅ
。
山
ロ
氏
に
は
幕
末
政
治
思
想
史
研
究
に
関
し
こ
の 

他
に
六
篇
の
既
発
表
の
論
文
が
あ
る
。

(

注
八)

丸
办
真
男
氏
：は
/「

近
世
日
本
思
想
に
お
け
る『

自
然』

と

『

作
為』

」

■ 

C

昭
和
十
六
年
及
び
十
七
苹
に
国
家
学
会
雑
誌
五
五
の
七
•
九

，
一
ニ
、
五

•

六
の
八
に
掲
載
ぞ
れ
、>
後
に
.同
氏

-「

日
本
政
治
思
想
史
.研
究
_
!

(

昭
和U

十 

•
七
年)

に
所
狀〕

に
お
い
■て
、「

水
戸
学
、.
と
ぐ
に
後
期
水
戸
学
の
検
討
を
行 

な
い
、
そ

€>
:
持
っ
性
格
脊
規
定
す
る
。
'な
：お

「

日
本
政
治
思
想
史
研
究」

所 

..
双
の：「

国
民
主
_
の

『

前
期
的』

形
式」

に
お
い
て
も
、
同
様
の
主
旨
の
論 

述
が
あ
る
0

::
.

.
:.
■•
三

,' 

.

.

.

■

■ 

. 

. 

*

藤
田
幽
谷
の
坐
存
し
た
時
代
的
背
景
を
概
括
し
ょ
う
。
徳
川
封
建
社
会
は
元

禄
の
世
を
最
盛
期
と
し
て
、
ほ
ぼ
享
保
の
頃
を
^
と
し
て
次
第
に
停
滞
期
に
入 

.

っ
た
が
、.;
'

表
面
：上
の
停
滞
の
底
に
は
大
な
る
変
化
の
微
候
が
冥
々
の
う
ち
に
進 

ん
で
.い
.た
。.：

制
度
の
欠
陥
は
直
接
に
は
慕
府
•
諸
侯
を
は
じ
め
武
士
階
級
の
経 

.释
的
困
窮
と
し
て
結
果
し
、
.

そ
こ
に
財
政
的
：
.

経
済
的
破
綻
を
生
ん
だ
。
幕
政 

に
た
ず
さ
わ
る
治
者
は
武
人
の
困
窮
を
坐
視
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
姑
息
な
れ 

ど
も
弥
縫
策
を
講
ず
る
必
要
に
也
ま
ら
れ
、
幕
府
の
諸
費
用
と
武
士
の
生
活
費 

.

を
節
減
し
、
さ
ら
に
一
般
物
価
の
，引
下
げ
に
ょ
り
武
士
の
生
活
を
安
宏
す
る
こ 

と
を
因
的
に「

_

」

令
を
主
体
と
す
る
改
革
を
実
歎
し
た
。
ま
た
改
革
は
人 

心

を「

肖
ぼ」

的
気
風
に
向
け
、g

儉
と
尚
武
と
め
結
合
、
そ
れ
を
支
え
る
儒 

教
的
道
徳
思
想
の
奨
励
で
も
あ
っ
た
。
実
施
さ
れ
.た
改
革
に
は
^
理

が

あ.1
;
、 

そ
れ
を
強
制
的•
抑
庄
的
に
行
な
え
ば
行
な
う
ほ
ど
、
'期
待
さ
れ
る
効
果
は
少 

な
く
、
幕
府
財
政
が
一
時
的
に
好
転
し
た
か
の
ご
：と
く
見
え
た
が
、
そ
れ
も
く 

ず
れ
去
.っ.
た
。
幕
政
の
改
革
が
実
施
さ
れ
る
度
毎
に
、
結
局
は
一
般
庶
民
と
く 

に
農
民
に
対
す
る
歡
斂
政
策
の
強
行
と
なった
こ
と
.を
見
逃
し
え
な
い
。

こ
の

こ
と
は
吉
宗
の
行
な
っ
た
享
保
の
治
に
か
ぎ
ら
ず
、

そ
れ
以
後
の
松
平
定
信

V4 

の
寬
政
の
治
、

あ
る
い
は
水
野
越
前
守
の
天
保
改
革
等
に
一
貫
し
て
み
ら
れ 

.

た。
改
革
の
主
旨
が
に
お
い
て

f

の
財
政
救
済
と
旗
本
の
保
護
に
あ 

り
、
府
庫
充
実
に
あっ
た

の

で
、
癦
民
に
対
す
る
苛
双
誅
ま
と
商
エ
業
の
ほ
_
 

の
抑
庄
の
強
行
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、

結
局
天
下
国
家
.の
た
め
の
政
治
で
は
な 

く
、
f

の
た
め
の
そ
れ
で
し
か
な
か
っ
た
。
享
保
の
.罾
_

砠
罾
が
そ
の
ぼ_
 

期
に
入
っ
た
の
も
舀
然
の
勢
で
あ
り
、
定
信
の
寛
政
の
治
以
後
に
お
け

.る
化•

' 

政
期
の
出
現
も
同
様
向
然
の
勢
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
吉
宗
の
死
後
、
田
沼
の 

諸
政
策
は
都
市
に
お
け
る
商
工
業
の
繁
栄
を
助
長
し
、

i

め
財
政
救
治
策
と 

し
て
は
I

苟
斂
誅
求
と
惡
貨
の
発
行
、
：
商
工
！
^

か
ら
の
運
上
金
の
微
亮、

. 

貸
金
制
、
米
価
引
上
げ
策
等
に
終
始
し
、
そ
こ
に
は
政
治
や
風
儀
の
い
ち
じ
る 

し
い
類
廃
、
天
変
地
異
の
続
発
、
人
心
の
不
安
動
揺
が
結
果
し
た
。
.
松
平
定
信 

に
ょ
る
寛
政
の
治
は
、
莩
保
の
治
を
範
に
、
政
治
及
び
風
紀
を
粛
芷
し
、
儉
約 

を&

と
し
、

一：層
道
徳
的
意
味
、
儒
教
的
色
彩
を
強
化
し
た
が
、
享
陕
の
治
と 

同
様
効
P

な
き
も
の
と
し
て
ぐ
ず
れ
去
り
、
や
が
て
世
は
化
■
政
度
の
い
わ 

ゆ
る
大
御
所
時
代
に
移
っ
た
。f

の
財
政
難
を
因
と
す
る
農
民
誅
求
及
び
相 

’
つ
い
で
発
生
し
た
天
災
地
変
は
農
民
生
活
を
お
び
や
か
し

.、.
ま
こ
と
：に
悲
惨
な 

も
の
と
し
て
、
農
村
の
荒
廃
は
そ
の
極
に
達
し
、
餓
死
す
る
農
民
の
数
.は
お
び 

た
だ
し
く
、
美
田
畑
は
放
棄
さ
れ
て
荒
地
と
な
り
、

「
S
:

子」

の
悪
習
は
蔓 

延
し
、
絶
望
し
た
農
民
は
一
揆
や
打
毁
し
に
向
ぅ
た
.。
か
か
る
傾
向
は
封
建
社 

会
の
根
底
を
動
播
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
.農
村
内
部
に
は
す
で
に
小
商
品
生 

産
の
展
開
、
機
業
其
の
他
副
業
の
成
立
、
問
屋
資
本
、
商
人
資
本
の
集
積
と
活

近
世
農
政
思
想.
の

-
考
察 

.

蹯
、
寄
生
地
主
の
発
生
と
展
開
等
を
軸
と
し
て
旧
来
の
封
建
的

#

i

造
の
大 

き
な
変
貌
の
き
ざ
し
が
あっ
た
。
他
方
罾
11
?
.で
は
双
_

に
財
的
カ
を1

し
、 

都
市
文
化
の
担
手
と
な
っ
た
商
人
の
発
達
が
い
ち
じ
る
し
い
。
彼
等
は
金
力
を 

獲
得
し
、.
自
ら
，の
：不
平
令
都
市
の
消
費
生
活
に
■お
い
て
発
散
す
る
。
.商
人
の
発 

達
、.
商
業
、
i

経
済
の
進
展
は
武
士
本
位
の
社
会
秩
序
を
破
壊
す
る
も
の
と 

し
て
、

一
般
知
者
の
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
。
知
者
に
は
あ
る
い
は
重
農
主
義 

的
な
儒
教
思
想
に
影
響
せ
ら
れ
て
貴
穀
賤
金
の
®.

想
に
よ
り
、
あ
る
い
は
員̂
 

を
尚
ぶ
一
種
の
道
徳
的
観
念
か
.ら
彼
等
の
活
動
が
奢
侈
と
関
連
あ
る
も
の
と
し 

て
商
人
及
び
商
業
を
必
要
以
上
に
軽
視
す
る
風
が
あ
ヮ
た
。
と
の
^
入
、
0
0 

の
活
動
に
対
す
る
反
感
が
、
重
農
主
義
的
な
思
想
乃
至
政
策
を
一

P

過
激
な
も 

の
と
す
る
因
で
あ
る
。，

右
の
国
内
事
情
と
共
に
、
日
本
を
つ
つ
む
国
際
関
係
も
ま
た
急
激
に
重
要
性 

を
加
え
つ
つ
あ
っ
た
こ'と
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
省̂
す
る
。
封
建
社
会
の
制 

度
的
欠
陥
は
、
武
士
階
級
の
財
敗
窮
迫
と
な
っ
て
結
果
し
た
。
こ
の
こ
と
は
単
に 

需
及
び
そ
の
旗
下
の
士
に
関
す
る
こ
と
で
九
く
、

い
て
も
事
情
は 

全
く
同
様
で
あ
っ
た
。
商
人
か
ら
，の
借
金
に
，よ
り
藩
財
政
を
維
持
す
る
も
の
、
す 

で
'に
借
金
の
担
保
と
し
て
罾
地
の
あ
が
り
を
^

^

し
て
い
る
も
の
、
借
金
高
が 

石
高
に
倍
す
る
も
の
、
藩
財
政
を
：一
商
人
に
委
托
し
、
商
人
の
管
'理
を
ぅ
け
か
ろ 

ぅ
じ
て
藩
財
政
钇
維
持
し
て
い
る
も

Q

、.

あ
る
い
は
種
々
の
^
目
に
よ
り
租
税 

の
：先
取
り
：が
行
な
わ
れ
る
も
な
お
不
足
を
な
げ
く
も
の
等
、
ど
.の
場
合
を
と
っ 

:

て
み
て
%-

、
そ〕

の
.結
果
は
、
農
民
に
対
す
る
赀
斂
誅
求
と
な
る
？
そ
れ
は
農
業
生 

産
力
の
い
ち
じ.る
し
：い
減
退
と
な
り
農
業
生
産
そ
の
%

の
を
破
壊
す
る
。
.こ
れ

七

(

三
九
1
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ら
貧
窮
化
し
：た
諸
藩
と
は
逆
に
，、
富
裕
な
•る
諸
藩
も
無
く.は
な
か
っ
た
し
、
は 

な
は
だ
し
い
貧
困
に
陥
ら
ぬ
諸
藩
も
あ
っ
た
。
こ
：れ
ら
諸
藩
は
_公
称
の
石
高
以 

上
に
実
取
入
の
多
い
諸
藩
か
、#

殊
の
国
産
が
あ
り
、
そ
の
売
買
を
雜
が
営
み 

莫
大
な
利
益
を
え
てい
る

場
-合
か

、

.
あ
る
い
.は
密
貿
易
に
よ
る
か
、
等
で
あ
る 

が
、
概
し
て
諸
藩
は
貧
乏
で
、
財
政
的
.

経
済
的
困
窮
に
あ
っ
た
場
合
が
多
い
。 

わ
れ
わ
.れ
の
：考
察
対
象
で
あ
る
水
戸
藤
の
場
合
に
.お
い
て
も
天
保
年
間
に
は
家 

臣
の
俸
禄
を
半
減
す
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
る
程
で
あ
っ
た
。

.さ

.
て
、
こ
れ
ら
諸 

藩
が
藩
政
改
革
を
行
な
い
財
政
救
治
の
施
策
を
樹
立
•

員
^

す
る
場
合
は
、
慕 

府
に
比
し
そ
の
規
模
が
小
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
_

と
人
を
得
る
と
否 

と
に
よ
り
、
あ
る
程
度
改
革
に
成
功
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
霧

の
 

場
合
.
に
，は
効
少
な
き「

儉
約」

を
実
施
す
る
場
合
な
ど
大
名
自
身
の
勝
手
な
浪 

費
を
牽
制
す
る
効
果
ば
若
千
と
も
あ
っ
た.0
例
え
ば
松
代
の
真
田
幸
弘
と
家
臣 

恩
田
木
工
と
が
行
な
っ
た
松
代
藩
の
財
政
建
直
し
な
ど
は
、

の
明
智
英
断 

.
と
恩
田
の
«

身
的
努
カ
と
処
置
と
に
よ
り
、
ほ
ぼ
そ
.の
成
果
を
収
办
た
の
で
あ 

り
、
肥
後
の
細
川
重
賢
と
家
臣
掘
平
太
左
衛
と
の
結
合
に
よ
る
場
合
や
、
米 

沢
雒
の
物
産
の
樊
励
と
藩
営
に
よ
る
雜
財
政
の
建
直
し
、
あ
る
い
は
薩
摩
及
び 

其
の
他
の
：藩
に
見
ら
れ
た
同
様
の
施
策
等
、
改
革
は
依
然
と
し
て
目
■
を
極
め 

た
_

で
ぁ
っ
た
が
、
幾
分
な
り
と
雜
政
の
改
善
、
維
特
に
役
立
'つ
こ
と
と
な 

っ
た
。
こ
れ
ら
雜
政
改
革
め
実
施
の
場
合
、
注
意
さ
る
べ
き
は
武
士
階
級
の
財 

政
的
経
済
的
困
窮
の_

姓
と
さ
れ
る
農
民
の
悲
惨
な
る
事
情
で
あ
る
。
財
政
救 

治
策
が
終
局
に
お
いて
養

の

背

傲

報

求

を

藶

す

る

。
武
士
階
級
の
財
政
が 

I
R

来
何
等
か
の
形
で
の
土
地
より
生
ず
る
徂
産
物
の
多
少
に̂
存
し
て
い
る
と
，

八
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こ
ろ
か
ら
、
藩
政
の
改
革
を
実
施
す
る
に
.あ
た
り
、
識
者
の
関
心
は
、
土
地
生 

産
物
増
加
へ
の
刺
戟.と
な
り
、
土
地
生
産
力
増
大
へ.の
努
力
、
.奨
励
と
な
っ
た 

こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
す
で
に.

「

地
利
を
尽
す」

こ
と
が
要
望
さ
れ
て
い
た。

- 

当
時
の
一
部
儒
者
や
経
世
家
や
治
者
の
行
な
う
政
治
上
の
論
議
は
お
お
む
ね
皿 

教
的
な
描
象
的
な
名
分
論
や
経
世
論
よ
り
引
き
出
さ
れ
た
机
上
の
論
議
で
あ
る 

こ
と
が
多
い
'0
現
実
の
生
活
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
論
ぜ
ら
れ
る
こ

と

少
な
く
、 

そ
の
論
議
の
中
心
は
麓
為
政
者
の
心
術
態
度
に
き
ぜ
ら
れ
、
.そ
こ
に
救
済
の 

根
底
が
お
.
か
れ
て
，い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
直
接
農
證
産
を
実
施
し
、
あ
る 

い
は
実
施
し
な
い
場
合
で
も
そ
れ
と
の
よ
り
密
接
'な
関
連
に
あ
る
人
々
の
間
で 

は
、
：
生
産
力
の
向
土
が
単
な.る
机
上
'の

議

論

.と

し

て

で

は

な

<

、
実
際
上
の
問 

題
と
し
て
考
え
ら
れ
、
各
地
、
各
人
の
経
験
を
生
か
し
な
が
ら
、
耕
作
技
術
、 

農
器
具
の
改
善
、.品
種
、
施
肥
方
法
の
改
善
、
農
業
®
®
技
術
の
反
省
等
が
進 

め
ら
れ
'

や
が
て
_大

蔵
71
<

常
、'
:佐
藤
信
淵
等
を.は
じ
め
と
し
、
各
地
に
す
ぐ
れ 

.
た
農
業
技
術
者
、
農
書
作
製
者
、
あ
る
い
は
ま
農
と
い
わ
れ
る
一
連
の
人
々
を 

‘
生
み
出
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。
ま
た
ニ
宮
尊
徳
の
ご
と
く
、

一'
雜
を
単
位
と
し
、
：
仕
法
を
通
じ
て
農
村
陔
生
、
藩
財
政
改
善
へ
の
具
体
的
実 

施
に
成
果
を
あ
げ
た
人
々
を
も
生
み
つ
づ
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
_
情
の
下
に 

あ
マ
て
も
、

一
锻
に
藩̂

局
者
め
論
ず
る
と
こ
ろ
肀

一.

部
経
世
家
の
議
論
は
依 

然
と
し
て
実
践
性
に
乏
し
く
、
.

机
上
の
空
論
が
多
い
。
し
か
し
雜
当
局
や
そ
の 

周
辺
に
あ
る
学
者
間
に
お
い
て
も
、
農
業
生
産
力
の
恢
復
と
改
善
と
が
武
士
階 

級
に
と
っ

.て
緊
馨
で
あ
る
こ.
と
が
よ
う
や
く
認
識
さ
れ
る
に
至
り
、
治
者
の 

，側
よ
り
す
る
農
業
保
護
な
り
、
農
民
保
護
な
り
、
農
業
生
産
力
上
昇
の
た
め
の

育
成
奨
励
な
り
、
そ
の
裏
側
の
政
策
と
し
て
町
人
排
斥
な
り
の
請
論
が
述
べ
ら 

れ
、
T

U

の
必
要
が
力
説
さ
れ
て.来
て
い
た
の
で
あ
る
。
.

こ
の
.「

勧
農」

に 

は
具
体
的
に
農
業
霧
の
改#

裏
證
産
力
上
昇
へ
の
努
力
が
あ
る
事
は
勿
. 

論
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
希
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
の

「

勧
農」

の
薪
実
が 

童
視
さ
れ
る
に
至
：っ
た
こ
と
は
注

e

さ
れ
る
。

'
こ
こ
で「

勧
農J

の
持
つ
意
味
を
若
干̂

i

九
し
て
杠
く
必
要
が
，あ
ろ
ぅ
。

「

勧 

農」

.と

は「

農
を
勧
む
る」

こ
と
，で
あ
る
が、
'^
く
封
建
社
会
下
に
お
け
る
農 

政
論
、
農
'^

支
配
諭
に
.
つ
な
が
る
内
容
を
持
：つ
も
の
で
.あ
る
。
い
ま
徂
徠
の
説 

と
恭
山
め
意
見
を
参
酌
し
、
さ
ら
に
自
己
の
創
見
を
も
划
え
、
前
^
以
来
の
経 

済
論
の
大
成
者
と
し
で
重
要
な
る
地
位
に
あ
る
太
宰
春
台

X

延
萤
八
年—

延
享
.
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の

「

経
済
録

」
(

享
保
十
四
年
一
 

七
--

九)

 

に
亲
さ
れ
て
い
る「

勧
農」

論
に
つ

い

て

考
察
を̂

え

ょ

ぅ

。

春
台
は
経
済
録 

の
序
に
和
い
て
天
下
国
家
の
為
に
、
先
'^

の
道
を
学
び
、
さ
ら
に
経
済
の
術
に 

熟
津
す
る
と.と
の
必
要
を
強
調
し
、
い
わ
ゆ
る

r

心
法」

の
学
を
批
判
し
、
英 

雄
豪
傑
の
人
材
に
ょ
る
経
済
の
術
と
実
施
を
待
望
し
た
。
そ
の
巻
.

一

経
済
総
論 

.に
お
い
て
、
ま
ず
経
済
の
意
義.(「

凡
天
下
国
家
を
治
む
る
を
経
済
と
云
、
世 

を
経
め
民
を
済
ふ
と
云
ふ
義
也

」
〕

を
論
じ
、

経̂

を
論
ず
る
者
の
.知
る
べ
き 

重
要
_

と
し
て
、
，.
一
q

に
は
時
を
知
るこ
と

、

ニ
つ
に
は
埋
を
知
るこ
と

、
：

一一一
 

つ
に
は
勢
を
知
る
こ
と.、
さ
ら
■に
四
つ
に
は
人
情
を
知
る
こ
と
、
の
四
事
を
あ 

げ
、「

経
済
に
心
あ
ら
ん
人
は
、.時
理
勢
の
三
つ'を
知
た
る
上
に
、
必
ず
是

い
て
、
今
口
の
い
わ.ゆ
る
経
済
諸
問
題
に
言
及
し
て
い
る
。
ま
ず
#
貨
の
意
義 

を
問
ぅ
。
.
.貴
穀
賤
貨
を
論
じ
、

士
農
工
商
四
民
の
階
級
を
論
じ
、

こ
れ
に
つ 

づ
く
第
四
の
項
目
と
し
て
、S

I

o

m

m、
，農
政
論
を
展
開
し
だ
。

ま

，
 

ず
春
台
に
よ.る
人
間
観
.：.
農
民
観
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
上
れ
ば
、.

「

労
苦 

を
恶
み
、
•

■

む
は
入
の
情
也
、
四
民
皆
己
が
業
を
勤
め
ず
し
て
佗
の
業 

を
羨
み
、
，
怠
惰
を
好
み
、
安
佚
に
耽
る

1

と
い
ぅ
人
間
観
に
端
を
発
し
、
.孟
子 

の「

民
事
不
，
可
レ
緩
也

」

の
語
を
引
用
し
、
四
民
の
中
と
く
に
.農

民

に

対

し

.
て 

は
次
の
ご
と
き
農
民
観
を
懐.い
て
い
た
。「

四
民
の
中
に
て
も
、
農
民
は
殊
に 

苦
労
の
甚
し.き
者
な
る
故
に
、
上
よ
り
督
責
せ
ず
し
て
、
彼
が
儘
に
な
し
を
き
、 

当
前
飢
寒
の
患
な
き
遐
な
れ
ば
、
耕
作
を
懶
く
な
り
て
、
基
業

.を
精
勤
せ
ず
、 

困
究
貧
乏
に.
至
る
こ
と
.隨
を
旋
さ
ぬ
内
也j

と
。
農
民
を
愚
民
と
み
る
こ
と
は 

当
時
の
武
士
的
立
場
に
あ
る
学
者
の
等
し
く
取
る
と
こ
ろ
の
見
解
で
あ
る
が
、 

か
か
：る
愚
民
観
の
上
に
立
ち
て
、

農
民
支
配
の
要
訣
を
次
の
言
葉
で
表
現
し 

た
0「

民
を
治
る
道
は
、

厳
刻
な
る
仁
政
に
あ
ら
ね
ど
も
、

慢
ぎ
こ
と
の
過
る 

も
亦
民
の
害
也
、.さ
る
故
に
上
よ
り
時
々
督
責
し
て
、
霞

す

る

者

と

、
懶
惰 

な
る
者
と
を
吟
味
し
て
、
夫
々
に
i

を
行
ふ
べ
し'と
い
ふ
義
也」

と
。

一
方 

に
は
徹
底
し
て
農
民
よ
り
租
税
.を
吸
収
せ
ん
と
す
る
農
民
支
配
の
原
則
が
貫
徹 

さ
れ
て
い
る
.

と
共
に
、
時
代
の
推
移
に
よ
る
農
業
生
産
乃
至
農
民
心
理
の
変
化 

に
即
疮
し
て
、
農
民
支
配
の
方
針
が
よ
り
巧
妙
と
な
り
、
狡
知
と
な

マ

て

き
た 

_

実
を
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い\°'春

台

は「

勧
農」

を
い
か
に
考
え
た
か
。 

右
の
言
葉
に
：つ'づ
.い
て
：、.
舂
台
は
中
国
に
お
：け
る
勧
農
が
示
す
内
容
を
述
べ
て 

い
る
。

「

異
国
に
て
は
勧
農
七
い
ふ
こ
と
：あ
り
、
天
子
ぃ
ょ
り
使
を
出
し
て
民
に
農

(

人
情)

.を

知

る
-.
!
:と
を
務
む
べ
き
也
、

然
る
に
，時
理
勢
の
三
つ
.
は
知
り
易 

\

人
情
は
知
り
難
し」

と
：い
ぅ
。
春
台
は
経
済
録
第
五

「

食
貨J

の
編
に
お

近
世
農
政
思
想
の
！
考

察

■

:

九

C

三
九
五)

-
、

…

ご
へ



業
を
勧
る
也
、
孝
悌
力
田
と
て
、
父
母
兄
長
に
善
く
事
ふ
る
者
と
、
.農
作
に
力 

を
尽
し
.善
く
5
.
.を
耕
す
者
と
を
ば
、
.

其
所
.の
...役
人
よ
り
言
上
ず
る
を
聞
し
召 

て
、
上
よ
り
賞
を
行
は
る

」

。

こ
の
内
容
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

第__
1

に
孝
悌
、 

す
な
わ
ち
父
母
兄
長
忙
善
く̂
う
る
者
を
あ
げ
、
：
忠
孝
を
柚
と
す
を
封
隹
道
徳 

.

の
実
践
者
た
る
べ
き
こ
と
、
こ
れ
は
.と
り
も
な
お
さ
ず
封
建
社
会
の
基
礎
を
維 

持
し
、
卦
建
社
会
秩
序
を
固
定
化
す
る
.事
に
つ
と
め
る
こ
と
の
獎
励
以
外
の
何 

物
で
も
な
く
、
時
の
治
者.の
農
政
に
'お
け
る
関
心
の
重
点
を
知
る
こ
と
が
出
来 

る
。
さ
ら
に
第
一
ー
に
カ
囝
、
ン
す
な
わ
ち
農
作
に
カ
を
尽
し
善
く
田
を
耕
す
者
を
；
 

あ
げ
、
勤
労
主
義
を
奨
励
す
る
。
そ
こ
に
は
直
接
新
し
い
技
術
や
経
営
べ
の
展 

望
を
ふ
く
む
も
の
の
奨
励
で
は
な
し
に
、
現
存
の
技
術
に
お
け
る
極
度
の
勤
労 

を
奨
励
す
る
。
こ
れ
ま
た
当
時
の
^

者
i

の
農
政
に
お
け
る
関
心
の
在
り
場 

を
知
る
斯
が
出
来
て
興
味
深
い
の
で
あ
る
。
上
よ
り
、

f
孝
悌
力
田」

の
農
民 

.の

.
一：人
で
も
多
く
出
る
事
の
豸®

は
、.
封
建
^

^

に
対
す
る
不
—

反
杭
を
拒 

否
し
、
勤
労
主
義
に
徹
す
る
事
の
樊
励
で
あ
っ
'て
、
こ
の
結
果'

治

者

は「

如 

斯
な
れ
ば
、
民
敢
て
嬾
惰
懈
怠
の
念
を
起
さ
ず
、
農
事
に
精
勤
す
る
故
に
、
貧 

乏
す
る
こ
と」

な
く
、「

民
富
め
ば
国
も
富
む
也

」

と
期
待
し
て
い
た
の
で
あ 

る
。
こ
の
よ
う
な
上
よ
り
の

「

勧
農」

の
強
行
の
う
ら
に
は
、
前
述
せ
る
ご
と 

く
、f

畢
竟
民
.は
小
児
の
如
な
る
者
也
、.上
の
政
と
教
と
に
依
て
、
善
く
も
悪
. 

く
も
成
也」

の
農
民
丨
愚
民
観
が
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
春
台
は
他
の
個
所
に 

於
て
も
同
様
の
主
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

「

民
は
小
児
の
如
な
る
者
に
て
、 

衣
食
充
足
し
た
る
上
に
、
上
の
趴
ゑ
り
寛
な
れ
ば
、
覚
え
ず
息
慢
し
て
耕
作
を 

精
勤
せ
ず
、
遊
惰
の
民
と
成
て
、
其
終
り
は
亦
衣
金
に

.乏
し
く
成
て
、
飢
寒
を

• 

1
0

 

(

三
九
六)

，

苦
み
、
年
貢
に
追
ぱ
れ
て
、
罪
に
陥
る
者
も
出
来
る
也
、
凡
政
は
寛
と
猛
と
を 

兼
行
ふ
を
善
と
す
、
是
孔
子
の
教
也

」

':
'
と
。
：
春
合
€>
:

f

勧
農」

の
意
味
は
か
く 

.
の
こ
と
き
も
の
で
、あ
つ
た。
.
.

(

注
.
一

)

，
以
下
の
所
論
中
太
宰
春
台「

経
済
#」

か
ら
の
引
用
は
す
べ
，
て
近
世 

-
社
会
経
済
学
説
大
系
ー
太
宰
春
台
集
^
に
よ
つ
た
* ®

.

四 

' 

.

.

.

前
述
，せ
る
ご
と
く
、
水
芦
学
は
そ
の
史
的
発
展
過
程
に
お
い
て
、
第
一
は
義 

公
.
.光
囫
を
中
心
に
：

「

大
日
本
史」

讓

を

目

的

に

、
彰
考
館
に
集
ま
つ
た
学 

者
等
に
よ
り
行
な
わ
れ
た
創
業
の
時
期
、
第
ニ
.は
六
世
文
<
ム
，治
保
の
世
に
、
 

よ
ぅ
や
く
社
会
問
題
、
経
済
問
題
が
重
要
と
な
つ
て
来

:?
>

に
つ
れ
て
、
翠
軒
、 

楓
軒
、
及
び
幽
谷
等
を
中
心.に
い
わ
ゆ
る「

水
戸
政
教
学」

発
展
の
時
期
、
さ 

ら
に
第
三
は
烈
公•
斎
昭
の
治
世
に
て
、
内
外
事
情
の
急
迫
を
1

に
会
沢
正 

志
、
藤
田
東
湖
等
を
中
心
に
、
尊

王.攘
員
_

が
唱
導
さ
れ
、
水

^
砠
双
学
が 

大
成
し
、
時
論
を
指
導
し
た
時
期
，の
三
時
期
を
経
過
し
た
。
直
接
現
実
の
社
会
、 

経
済
i

題
を
対
象
と
し
た
経
済
論
は
、
第

一

の
時
期
に
は
少
な
く
、
時
代
の 

推
移
と
共
に
、
水
戸
学
中
興
の
第
一
一
の
時
代
に
入
り
、
ま
ず
前
駆
的
運
動
と
し 

て
藤
田
幽
谷
等
を
中
心
とし
て
出
て
来
た
，，も
ち
ろ
ん
幽
ハ☆
#

の
出
現
以
前
に 

.お
い
て
も
、
義
公
を
は
じ
め
と
し
.、
安
積
澹
泊
、
三
宅1

、
立
威
翠
酐
、
長 

久
保
赤
水
、
，小
宮
山
楓
軒
、
高
野
昌
碩
等
.の
先
輩
、
同
輩
の
学
者
に
よ
り
展
開 

さ
れ
た
社
会
、
経
済
問
題
に
関
す
る
論
策
を
み
る
こ
と
が
出
来
從

4)

、
水
戸
政

教
学
に
お
け
る
経
済
思
想
と
く
に
農
政
思
想
の
塞
礎
を

‘
つ
く
り
、
第
三
期
の
正 

志
斎
や
東
湖
等
の
政
治
、
経
済
の
諸
改
革
、

.
尊
主
、.

壤
夷
思
想
乃
至
運
動
べ
重 

大
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
し
て
は
幽
谷
を
お
い
て
は
他
に
な
い
。

藤
田
幽
谷(

安
永
三
年—

文
政
九
年*

一
 

七
七
四
I

一
 

八
ニ
六)

は
思
想
家 

と
し
て
極
め
て
旱
熟
で
あ
り
、
最
初
ょ
り
老
成
し
た
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
数
多 

い
逸
話
と
そ
の
論
策
が
そ
の
事
を
物
語
っ
て
い
る
。
す
で
に
十
三
四
才
に
し
て 

詩
文
を
ょ
く
し
神
童
の
誉
が
お
っ
た
と
い
う
。
十
五
才
の
：時

に

「

志

学

論

を

、 

十
七
才
の
時
に「

安
員
罾」

.
を
、
十
八
才
の
時
に「

正
あ
罾」

「

S

7C

論」

.を 

論
じ
、
さ
ら
に'「一

一
連
異
称」

、「

修
史
始
末」

を
罾
わ
し
、
寛
政^-
年

，P

七 

九
七)

一
一

十
四
才
の
時「

す
じ
封
靠」

を
献
し
、
二
十
五
六
才
.の
間
に̂

1 

或
問J

上
下
ニ
巻
を
完
成
し
た
。
以
後
文
公
、
武
公
、
哀
公
三
代
に
お
け
る
庶

■ 

(

注
三
：

>

政
及
び
時
事
に
就
い
て
直
言
を
な
し
た
多
く
の

「

封
事」

を
残
し
て
：い
る
。
-幽 

谷
の
著
わ
し
た
成
書
は
わ
ず
か
に
三
部
で
あ
.っ
た
が
、
.そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
少 

壮
の
時
の
作
で
あ
っ
た
。

幽
谷
の
名
はj

正
、.
字
は
子
定
、
治
郞
左
衛
門
と
称
し
、
幽
谷
は
そ
の
号
で 

あ
る
。
幼
名
は̂

N

介
、
又
与
助
と
言
っ
た
。
父
は
与
衛
門
言
微
と
い
う
。
水 

.戸
に
て
商
賈(

古
着
商)

を
以
て
生
活
し
頗
る
富
裕
で
あ
っ
た
。
幽
谷
は
幼
少 

ょ
り
四
書
五
経.を
学
び
、
翠
軒
立
原
萬
の
門
に
入
り
、
.
読
書
詩
作
に
つ
と
め
、 

そ
の
求
す
ぐ
れ
、
判
童
を
以
て
知
ら
れ
て
い
-f
c

と
い
.
.
.う
。
十
五
才
に
し
て
彰
考 

館
に
入
り
、
以
後
彰
考
館
員
と
し
、
'あ
る
い
は
郡
宰
と
し
、
あ
る
い
は
彰
考
館 

議

と

し

て

、
修
史' 

献
策
に
励
み:'「

勧
:#

或
問」

其
の
卿
の
著
書
の
外
、

:「

了
巳
封
事」

を
は
じ
め
と

し

て

多

く

の

_

畠
を
_

1.
、

詩
夂
を
#

り

、

歳
五 

近
世
農
政
思
想
の.i

考

察
I

十
三
に
て
永
戸
に
没
し
た
。
ま
ず
幽
谷
が
一
商
賈
の
子
息
と
し
て
生
ま
れ
、
儒 

臣
と
し
て
の
地
位
に
お
い
て
藩
侯
に
見
出
さ
れ

(
活
躍
し
え
た
こ
.と
の
中
に
、 

時
代
の
大
き
な
推
移
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
士
農
工
商
の
区
別
を
厳
に
し
身 

分
制
を
固
持
す
^
時
代
に
あ
っ
て
、

す
で
に
そ
の
身
が
庶
民
の
出
で
あ
ぅ
て 

も
、
知
識
技
能
艿
至
特
殊
な
才
幹
を
有
す
る
者
は
.必
要
に
疮
じ
て
抜
濯
す
る
こ 

と
が
必
要
と■な
り
、
ま.た
そ
'の
事
を
可
能
と
す
る
世
と.な
っ
て
い
.た
。
民
政
上 

あ
る
い
は
財
政
整
理
上
に
求
能
を
有
す
る
者
、
あ
る
い
は
優
秀
な
学
識
を
有
す 

る
者
は
庶
民
た
り
と
も
士
分
に
と
り
た
て
登
用
す
る
風
習
と
な
り
つ
つ
あ
.
っ 

て
、
幽
谷
も
そ.の
良
き
一
例
で
あ
る。

：

'

姻

谷

は「

文
才
に
富
め
り
と
雖
も
虛
文
を
排
し
て
実
学
を
尚
べ
り
0
慷
慨
義 

を
好
み
経
世
濟
民
を'以
て
其(

I
I
」

と
し
た
。
此
の
点
幽
谷
は
ホ
ー
5

チ
の「

1

 
チ」 

の
精
神
の
体
現
者
で
あ
る
。.紙
数
の
関
係
に
.て
幽
谷
の
思
想
と
く
に
農
政
思
想 

の
土
嬢
と
な
っ
た
水
戸
学
の
学
的
潮
流
と
、
直
接
幽
谷
の
思
想
の
源
泉
に
つ
い 

.
て
詳
論
す
る
こ
と
や
、
幽
谷
を
と
り
ま
く
当
時
の
水
戸
雜
領
の
社
会
•
経
済
的 

f

情
や
政
治
！̂

等
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
る
辦
は
出
来
な
い
が
、
と
り
あ 

え
ず
幽
谷
の
活
躍
し
た
当
時
の
水
戸
藩
領
の
社
会
，
経
済
事
.情
に
関
し
若
干
記 

し
セ
お
1

^

幽
谷
の
生
存
期
間
は
安
永
ー11年

：

(

一
七
.
七
四)

か
ら
文
政
九
牢 

(

一
八
一
一
六

)

ま
で
で
あ
り
、
殳
ホ
ノ
天
明-'
.
'寛

政
,

享

和
•

文

化

.
文
政
の
世 

で
あ
っ
た
。
ま
ず
徳
川
家
治
の
#
政
は
老
中
田
沼
意
次
の
専
恣
横
暴
に
ょ
り
攪 

乱
さ
れ
蒙
明
六
年
家
治
死
し
、
：：家
斎
の
時
代
に
入
り
、
老
中
と
し
て
松
罢
信 

が
め
さ
れ
-̂
寬
政
の
擊
が
行
な
わ
れ
へ
つ
づ
い
て
化
ぃ
政
期
に
及
ぶ
時
代
で 

あ
る
。
こ
の㈤

の
一
般
的
な
歴
史.の
推
移
：は
概
述
し'て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る.が
、 

:
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は
顏
頻
た
る
外
船
の
来
訪
に
ょ
々
鎖
国
の
夢
：亦
破
ら
れ
、
；そ
：の

i

の
必
. 

要
を
考
ぇ
さ
呛
つ
つ
卜
ー
漱
し
た
メ
謙
紹
藩
ど
共
に
御
三
家
の
-
つ
で 

水
戸
藩
は
、
そ
の
成
泣
の
当
初
ょ
り
財
政
的
に
他
の
.
ニ
藩
に
比
し
て
十
分
で
'な 

か
：つ
た
。
：そ
の
雜
領
は
狭
少
で
、
土
地
は
や
せ
、
物
産
必
ず
し
も
豊
か
で
な
く

、

；

. 

関
東
地
方
以
北
の
自
然
的
経
済
的
_

情
の
卞
で
、
経
済
上
.い
ち
じ
る
し
く
不
利 

の
立
場
に
：あ
：つ
た
。
そ
の
.上
水
戸
藩
は
古
来
定
府
と
し
て
終
始
江
戸
詰
を
命
ぜ 

ら
れ
、藤
費
の
支
出
も
多
額
に
の
ぽ
り

(

そ
の
上
大
日
ホ*

1

の
_

_

に
1

 

を
投
ず
る
な
ど
、
，財
政
的
に
苦
渋
の
慕
に
あ
マ
た
';0

財

政
'©
-
欠

泛

は

他

藩

と
 

同
様
：に
、
濃
民
べ
の
重
税
の.賦
課
と
な
り
、
苛
！

i

な
る
徴
税
と
な
り
、
雒

士

め. 

俸
給
を
半
減
す
る
が
ご
と
き
非
常
手
段
，を
実
施
せ
ね
ば
な
ら
な
か

.
つ.
た
。.
士
風 

は
太
平
.に̂

れ
て
乱
れ
、
農
民
の..困
窮
は
は
な
は
だ
も
く
、
：そ
の
，間
に
®

貧 

勝
経
済
の
侵
透.に
ょ
り
富
者
を
生
じ
、
土
地
集
積
ぼ
進
：み
、
.
他
方
農
民
は
土
地 

，を
喪
失
し
、
日
夜
そ
の
苦
し
み
を
増
加
し
、

.
た
め
に
自
棄
的
と
な
り
、
田
⑽
を 

耕
作
せ
ぬ
者
を
多
出
し
て
い.'た
。
と
れ
ら
の
^
情
は
終
局
にお
.：い
て
農
業
虫
産 

を
破
壊
し
、
農
！^H

産
力
を
停
滞
せ
し.め
.た
。.
ひ
い
て
は
こ
の
靡
情
が
薇
材
政' 

に
影
響
し
、
益<

そ
の
困
窮
度
を
深
め
る
結
果
と
な
.
つ％

こ
の
事
倩
に
外,1
. 

て
い
か
な
る
政
治
が
行
な
わ
れ
て
い
た
か
。
此
の
点
.に
関
し
て
幽
谷
の
勧
農
或. 

問
や
数
度
の
封_

は
、
時
弊
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
ると
こ
ろ
であ
り
、
後
に 

苒
び
ふ
れ
る
が
、
^

侯
の
#|

近

に
P

V

て
政
を
と
る
儒
臣
の
無
能
が
指
摘
さ
れ
、 

農
民
や
直
接
徵
業
生
産
に
関
連
す
る
下
級
吏
員
の
農
民
.に
臨
む
態
度
の
非
が
は 

な
は
だ
し
く
、
た
め
に
官
民
相
争
い
、
相
互
に
不
信
の
念
が
は
び
こ

.

.f

;
、
良
は 

上
を
信
じ
な
い
^
^
と
なっ
て
ぃ
た
3|
1
-実
が
糾
弾
さ
れ
る
。
た
め
に
農
民
は
勤

.

:

>

.

一
'ニ
：(

三
九
八)

.

.

.

.

.

.

.

.

'

' 

.

1

労
に
励
ま
ず
::
'

富
者
よ
り
の
借
金.；に
：
よ

り

ニ

時

'を
糊
塗
す
る
有
様
と
な
っ.た
。

.

:

藩
財
政
を
司
る
者
も
、.藩
政
を
改
め
る
こ>
.
.な
く
、
.好
貨
の
病
弊
と
借
金
の
弊 

.
,

害
に
お
ち
：い
り
、
拝
金
的
傾
向
が
藩
吏
を
支
配
し
、
大
坂
の
富
豪
よ
り
の
借
金 

に
よ
り
藩
財
政
を
ま
か.な
う
と
い
う̂

情
家
あ
つ
，.た
。
ま
さ
に
こ
れ
ら
の®

^
 

倩
は
何
等
が
の
寒
を
必
要
と
：し
て
い
た
。

.
,

幽
谷
の
政
治
：
♦

経
済
論
を
見
る
場
合
、
十
七
才
の
作
に
な
る

「

安
民
論」

の 

所
論
に
ま
‘ず
'注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
幽
谷
の
見
解
が
、
全
般
と
し
て
儒
学
に 

俟
つ
.
と
と
：ろ
が
多
く
、
必
ず
し
も
幽
谷
.自
身
，の
独
創
に
か
か
る
も
.の
の
み
で
は 

* .

な
い
が
、
こ
の
安
民
論
に
お
；い
て
は

「

庶
富
1

を
以
て
本
1
3日

と

し

て

：
い

る

。
.

--
,
饑
 

者
則
食
，
之
、
寒
者
則
衣
レ
之
、
欲
_
|其
庶
|
也
'

欲
，|其
«

也
、
既
庶
且
富
矣
、 

.乃
従
而
教
\
±-
_
1、
ま
ず
民
を
富
ま
し
め
次
い
'で
教
を
施
す
こ
と
が
王
政
の
要
道 

で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
天
下
を
治
め
、

.
一
国
.を
治
む
：べ
き
こ
と
を
論
じ
た
。
目
#
 

が
®

世
を
説
く
場
合
の
根
本
的
思
想
が
こ
こ
に
み
ら
れ
る
。
又
幽
谷
は
常
に 

.

「

.正

徳
.
.利
用
'

厚
生」

'
.と
.
.
.い.
.い
.
.、.
'

「

蔽」

.■は
た
.だ
心
に
存
す
る
の
み
な
ら
ず
、 

之
を
行
為
に
現
わ
し
て
、：民
生
を
安
楽
な
ら
し
：め
る
こ
と
、
そ
れ
に
.：は
五
行
の
働 

き
を
適
当
な
ら
し
め
：、
：五
顧
を
豊
饒
に
す
る
よ
う
に
心
が
け
，ね
ば
な
ら
な
い
。 

民
の
徳
を
正
し
、
，
器

具

，
財'«の
便
を
計
り
、
衣
食
住
に
不
足
な
き
よ
う
に
す 

.

る
；こ
と
が
中
心と
な

る

。

又
孔
チ
の
庶
.

富

.
教
の
説
をと
り

、

庶
は
人
ロ

増 

加
、：
食
ば
富
裕
、
教
は
教
化
を
根
本
と
す
る
0

こ
れ
ら「

書
経」

や

「

論
語」

に
出
る
根
本
思
想
を
以
て
、
幽
谷
の
政
治
経
霞
は
展
開
す
る
。
幽
谷
は
直
接 

.
に
は
：

「
1
®

国
強
兵1

.

を
説
ぎ
、
時
勢
の
動
き
亡
感
じ
て
封
事
を
献
じ
、

.

政
治
、 

経
済
の
革
新̂

^

め
た
。
第
一
封
事
は
寬
敗
九
年

(

一
七
.
九
七)

ニ
.十
四
才
の

時
、
文
公
に
献
七
た「

丁
！0
封
辦
1-

で
あ
る
。
こ
れ
は「

勧
農
或
問」

:の
前
駆 

.と
し
て
よ
く
そ
の
思
想
の
籠
冷
物
語
つ
て
、い
る
。
眼
前
の
水
戸
藩
の
事
情
は

. 

「

而
今
国
用
歲
窮
。
士
風
日
衰
。
民
力
日
用
。
而
政
之
大
体
壌
矣
。
朝
四
暮
三
。 

支
>
1晋
旦
训
1

譬
猶=1

労

擦

賺

之

人

。
呼
吸
喘
息
。
幸
延--且

夕

マ

若

ー

有

-
-
外
 

邪

乗3

4

則

雖

レ

有'&医
-0

不
レ
可-1復

薬

一

朿.手

待-
1其

黯
-
耳
。」

で
あ
っ 

,

た
。
か
く
の
ご
と
き
亊
情
と
な7
た
の
は
決
し
て
：

「

此
非
1
1閣

下

之

過

ー
'而
儒 

者
之
談
レ
道
。
迂
濶
膦
爛
。
有-！以
致
P
之
也」

で
あ
る
と
い
う
。
.
か
く
て
富
囯 

強
兵
を
力
説
し
、
孔
子
の
本
意
を
う
け
経
済
上
め
革
新
を
因
る
こ
と
の
必
要
を

. 

論
じ
、
古
聖
人
の
ナ
員
に
則
り
、
治
国
平
天
下
の

S

的
を
達
せ
ね
ば
な
ら
ぬ.0 

外
国
の
来
襲
に
対
し
て
強
兵
策
を
と
な
え
た
幽
谷
は
、
回
を

■

内
農
民
の
m

it 

に
転
じ
、
富
国
策
の.第
一
.義
と
し
て
民
を
養
う
こ
と
の
必
要
な
る
こ

と

を

主
張 

す
る
。
3

何
曲
富
乎
。
書
日
。
-

民
惟
邦
本
。

本
固
邦
寧
。
：
又
日
。
..徳
惟
善
レ 

政
。
政
在
，養
レ
民
。
養
レ
民
有

，

道
。：
其

要

在

弱

^

強
。

養
レ
老
慈
レ
幼
。

.
禁
-
ー
兼
併—o
o

信
賞
必
罰』

r n
巳

。

」

て
あ
る
が
、
現
実
は 

こ
れ
に
反
し
、
俗
吏
は
そ
の
逆
を
行
な
う
。

T

養A

民
得U

其
道T

:

則
多
取
レ
之
。 

而
民
益
勧
矣
。
失
，

I

其
道I

則
霖
取
，
之
。
而
民
益
困
矣

」
：

で
あ
る
か
ら「

牧
民 

之
官
。.
可〜

不 

乾」

と
い
う
。
し
か
し.民
を
養
う
道
の
実
現
に
は-:
弊
を
除

く
必
要
が
あ
る0

ニ
弊
と
は「

好
,
貨
之
疾
。
借
レ
金
之
弊

」

で
あ
る
。
藩
が
大

.
.
.
.
.

 

.

.

.

.

.
- 

. 

-

死
の
商
人
よ
り
の
借
金
に
よ
り
藩
政
を
維
持
せ
ん
と
す
る
こ

と
の
-非

.を

説

ぎ

、.  

そ
れ
が
；^

に
お
い
：て
藩
の
面

E

を
：̂

せ
し
め
、
藩
士
の
俸
給
を
芈
減
し
、
：
 

藩
民
の
荷
斂
誅
求
と
な
る
旨
を
推
断
し
だ
。
，
孓
の
対
策
と
七
て
、
幽
谷
は
借
金 

に
対
す
る
処
置
と
、

節
儉
の
励
行
、
稼
穡
に
務
め
る
こ
と

.を
根
本
と
し
、
、

「

節

近
世
農
政
思
想
の
.一
考
察

儉
之
政
"

行
レ
之1

一
三
年
。
；
其
効
可
レ
見
实
。
牧
レ
民
得
レ
道
。
民
務

1

稼
穑
一
不n 

数
年I

而
所X

之
数
。
亦
倍-1

於
今I

富
国
之
業
。
於
レ
是̂%

矣」

と
。
.
さ 

ら
に
權
主
自
ら
そ
の
不
明
を
謝
し
、
.
.

「

則
莫
若
下
速
下-1

罪
レ
已
之4
1
.
.
,
.

以
収
I
1IL 

民
之
心
—0

開
>
-直
言
之
路
-0

以
通
|
-上
下
之
情
-0

励
-
|大
臣
1 

.集>1
衆
思I

尽
：

1

忠 

益I

先
ニ
有
5;
_

ー
小
過〗

，
挙
ー
臀
才
！
：
循
レ
名
責
レ
実
。：
黜
陟
1

行

ど

と
。

. 

.
幽
谷
の
封
棗
は
概
ね
時
弊
に
適
中
し
て
.い
，た
こ
と
を
^
め
ざ
る
を
え
な
いが、
 

依

然

と

し

て

儒

教

的

命

題

.
の

下

に

お
け
る
経
-l
i

t

策
で
あ
る
と
い
ぅ
点
を
否
定出 

来
ぬ
側
面
をI

し
て
い
た
。
，そ
の
根
底
に
.は
窮
迫
し
た
財
政
難
を
克
服
す
る 

た
め
に
.
.
.借
金
を
排
し
、

農
を
重
ん
じ
、
■士
風
を
あ
ら
た
め
る
こ
.と
へ
の
努
力 

と
、
そ
れ
を
通
じ
て
の
富
国
強
兵
の
策
へ
の
企
図
が
よ
み
と
れ
る
。

文
化
四
年a

八
0
七
.

)

幽
谷
三
十
©
才
の
時
、
文
公
に呈
し
た
第
一
一
封
事 

「

丁
卯 1

事」

に
お
い
て
、

幽
狢
は
そ
の
：主
漲
する
政
治
.
.経

^

！
を

さ

ら

に 

明
白
な
る
形

で
隱

し

た

。「

厚

生
•

利

用
.

正
徳」

を
三
_
と
し
、
ノ
こ
の
三 

ヵ
条
を
政
治.
経
済
論
の
根
本
に
お
く
。

r

第1

足
,
食
厚
，
生
し
て
人
の
庶
あ 

る
様
.に

、

第
一
一
利
，
用

足

レ

具

、

.
斎

国

の

に

、

：

第
三
正
徳
信
レ
之
て
教
の

:

ぺ
注一

七)

立
候
様
に
致
し
不
申
候
て
は
、
.寘
の
仁
政
：と

は

難

申

寒

候

」

と

「

此
三
_

の 

義
は
始
終
の
目
当
と
極
：
^

置
候」

と
い
：ぅ
。
' 
し
か
し「

凡
そ
事
に
は
緩
急
先
後 

.
の
序
御
座
候
間
い
か
な
る
道
理
な
る
事
に
て
も
^
と
所
と
位
と
の
宜
に
不
合
候

:

-
.

.
(

注1

九)  

ニ
注
ニ
 0

)  

：

て
は
行
は
れ
が.た
く
御
座
候」

と

「

論
'#

而

易

，
行

」

も

の

と

.
し

て

当

面

の

政
 

.
治
土
の
寒
三
綱
目
を
あ
げ
て
日
く
、
'「

先

づ

御

用

の

日

^

^

を

能

御

取

調

さ
 

せ
被
遊
®

第
J
:f
e

て
、
次
に
大
岭
味
方
の
会
計
を
正
く
し

V

理
財
の
節
制
を 

御
立
被
遊
候
事
第
ー

一、

次
に
は
御
郡
方
の
綱
紀
を
御
立
被
成
候
て
牧
民
の
政
、

一

三

(

三
九
九)



真

実

に

行

届

簾
.に
被
遊
候
事'第
一U、

.尤
皆
当
時
の
急
務
た
る
ベ
き
製
と
奉

:
(

注
ニ
ー)
 

•

 

:
 

-

 

.
:

■

.

存
候」
■

と
o

政

が

行
:̂

わ
.る

る
■%

行
な
わ
れ
ざ
る
も
皆
日
帳
方
、
大
吟
味
方
、 

御
郡
方
の
‘
三
職
の
得
失
如
何
に
、
か
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

1

一
一
職
に
つ
く
役 

人
は
皆
小
人
に
し
て
俗
悪
、
狭
量
に
し
て
私
利
本
位
で
あ
り
、
器
量
人
は
と
ぼ 

し
い
。
財
政
に
従
辦
す
る
人
々
を
取
締
ま
り
、
俗
悪
の
役
人
を

.
一
掃
し
、
経
綸 

あ
り
、
草
見
あ
り
、
且
：つ
度
量
あ
る
人
物
を
あ
げ
用
い
る
^

の
重
要
な
る
事
を 

力
説
し
、
こ
れ
に
よ
り
は
じ
め
て
藩
政
の
改
善
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ 

ら
封
_

に
示
さ
れ
て
い
る
幽
谷
の
政
治
、
’

経
済
の
思
想
ば
、
そ
の
他
の
封
事
で 

隱
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
勿
論
、
幽
谷
の
主
著
で
あ
る

「

勧
農
_

_

 (

寛
政
ヤ 

1
.年
*

ー.
七
九
九

)

に
お
い
て

最
も

明
白
な
る
形
で
、
力
説
せ
ら
れ
て
い
る
と 

こ
ろ
で
あ
る
。
以

下「

勧
農
或
問」

を
通
じ
て̂

^

さ
れ
る
幽
谷
の
趴
^
ゝ
柽 

®

_

、
と
く
に
農
政
思
想
の
内
容
と
性
格
の
吟
味
を
試
.み
る
こ
と
と
す
る
。

「

勧
農
或
問」

は
幽
谷
が
二
十
五
六
才
の
間
に
お
い
て
成
る
。
こ
れ
は
幽
谷 

が
封
琳
に
ょ
り
藩
君
に
ょ
り
閉
居
さ
れ
た
後
、
寬
政
十

一

年
赦
：に.あ
い
再
*ひ
史 

館
に
入
館
を
許
可
さ
れ
た
時
代
の
言
で
あ
る
。
同
じ
時
期
に
翠
軒
同
門
小

{er
l-
u
 

楓
軒
は
郡
宰
に
任
官
せ
ら
れ
、
牧
民
の
仕
事
に
従
事
し
た
。
青
年
幽
谷
は
、
.眼 

前
に
，あ
る
水
戸
藩
の
時
弊
に
感
ず
る
と
ご
ろ
が
あ
り
、
と
く
に
農
業
、
農
民
の 

悲
惨
な
る
、
う
れ
う
べ
き
状
態
に
対
し
て
、
い
か
に
し
て
衰
微
し
た
農
業
を
振 

興
し
、
い.か
に
し
て
農
民
を
救
済
し
、
.民
生
を
安
矩
す
る
か
の
農
政
革
新
乃
至 

藤
政
建
直
し
の
献
策
を
論
述
し
た
。
江
戸
時
代
の
多
く
の
儒
者
.
経
世
家
が
論 

じ
た
ご
と
く
、
幽
谷
の
論
述
も
ま
：た
農
本
主
義
.

重

農

、
王

義

に

立

脚

す

る

も

の

. 

で
あ
っ
た
。
当
峙
の

.
水
戸
藩
の
時
弊
に
対
し
、
そ
の
対
珞
策
を
問
答
体
に
擬
し

一

四

(

四
〇
〇
>

て
-»

い
た
も
の
泌
こ
の
；

「

勧
農
或
問
|-
-

で
あ
る
0

卷
上
：に
は
勧
農
総
論
、
原
弊 

五
条
ブ
—̂

侈
惰
之
弊
、
：！

 

I

兼
併
之
弊
、
：三
が
役
之
弊
、
四
横
斂
之
弊
、

：

五
煩
擾 

之
弊
が
論
ぜ
ら
九
、
卷
下
に
は
、
総
論
五
弊
緩
急
'

首
論
去
，-煩
擾1

之
術
、
次 

論
除
-
-横
#

'-
^

術
，)

次
論
均II.

力
役
”
之
術
、次
論
破II

兼
併
.

I

■之
術
、.
.次
論
禁-1

侈 

惰I.

之
術
、
.
終
論
節
レ
用
愛
レ
人
之
道
が
途
ベ
ら
れ
て
い
る
。
..幽
谷
は
冒
頭
に
論 

語
に
.
.あ
'る
治
国
説
と
し.
て
知
ら
れ
る
孔
子
の
言
葉
を
叙
す
。"
.

「

民
は
邦
の
本
に 

し
て
'治
国
の
要
ば
庶
；
富
.

教
の
三
つ
を
先
務
と
い
た
し
候
事

_

ー_」

。
幽 

谷
は
す
で
に
封̂

に
お
い
て
示
し
た
政
治
•
経
済
思
想
で
あ
る
庶
富
教
の
救
を 

以
て
始
め
、.
各
年
度
の
.
人
ロ
数
、
免
合
の
変
化
を
数
字
を
以
て
录
し
、

「

今
戸 

ロ
歲
に
滅
じ
田
野
日
に
荒
れ
上
下
共
に
財
用
不
足
貧
を
患
ふ
る
こ
と
天
下
一
と 

う
の
通
病」

.で
あ
る
。
有
司
の
憂
是
ょ
り
悲
し
き
も
の
は
な
く
、

「

如
何
な
る 

.

政
あ
り
て
か
庶
あ
り
て
且
富
み
国
用
不
足
な
く
上
下
安
泰
た
る
、、

H

J5
と
の 

問
に
対
し
て
、•現
今
の
.
実
情
を
見
、
水
戸
藩
の
時
弊
を
観
察
し
、
勧
農
の
政
の 

必
要
な
る
こ
と
を
論
じ
た
。
■
す
な
わ
ち
、
古
来
土
地
、
..
.
人
民
、
政
祺
を
三
萤
と 

し
た
が
、
現
今
は.エ
商
の
徒
と
利
を
争
う
に
至
，：っ
た
。
水
戸
雜
に
お
い
て
も
同 

様
で
あ
っ

て
、「

三
宝
在
り
は
あ
れど
も

弊
^

じ
て
昔
の
如
く
な
ら
ざ
る
も
の

<注
ニ
六〕  

：

：

' 

' 

_

多
く」

、
.
こ
こ
に
.

お
；い

て
-!
三
宝
を
宝
と
し
て
勧
農
の
政
を
先
き
と
し
給
は
乂 

誠
に
民
の
.父
母
た
る
君
子
に
し
て
庶
.
富
の
業
成
る
こ
と
日
を
指
し
て
待
つ
ベ 

し
国
用
の
不
足
何
ぞ
憂
ふ
る
に

足
^

^
* -
と

。

し

か
し
他
面
勤
農
の
急
務
たる 

こ
と
を
理
解
し
つ.
.
.つ
も
、
か.か
る
策
を
た
て.る
こ
.
と
に
よ
っ
て
、時
弊
を

«

^

に 

間
に
合
う
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
水
戸
藩
の
歴
史
を
回
顧
し
て
み
た 

場
合
、
国
用
不
足.に
至
つ
た
の
は
一
朝

「

夕

の

こ
と
で
な

く

、
そ
の
由
来
する
と

こ
ろ
は
長
い
。
昔
時
は
農
耕
に
務
め
、
武
士
%

多
く
農
間
に
帰
し
農
に
励
む
、

「

是

* 

所
謂
人
有
，
餘
、
而

」

と
い
う
勢
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
後
の
歴
史
の
推 

移
に
よ
っ
て
、「

昔
は
人
有
&

、
而
地
不
k

、
今
は
地
有
ぃ
餘
、
而
人
不
レ
足

」 

，と

な

り

、

こ

れ

を

■
に
胄
ホ
.

正
保
の
民
の
如
く
す
る
こ.と
は

不
可
能
で
あ

る
 

が
、
.し
か
しr

今
は
今
相̂

に
時
に
適
す
る
治&

」

：が
あ
る
と
い
う0

村
有
レ 

餘
、

而
人
不
レ
足.と
い
う
場
合
に
お
い
て
も

「

勧
農
の
術
を
以
て
游
惰
の
民
を.
 

駆
て
盡
く
耕
作
に
趨
か
し
む
る
こ
と
何
の
難
き
こ
と
か

あ

ら

ん

」

.

「

牧
民
其

道

.

.

(

注
三 
ニ)

を
以
て
せ

ば

庶
あ
り
て
且
富
し.む
る
事
掌
を
反
す
る
よ
り
も
易
き
術
あ
り

」

r
 

も

「

無
レ
欲
k
速

、

無

レ

見

ュ

小

利

〖

欲
k
速

則

不

y

達

、

見
一
一
小
利
一
則
大
新
不
レ
成

」 

と
い
う

事

を力
戒

と

し

て

、0
M

.
の

道

の

行

届

か

ざ

る

と

こ

ろ

な

い

よ

う

に

す
 

る
の
で
あ
る
。「

勧
レ
農
の
術
他
な
し
こ
れ
を
利
し
是
を
貴
ぶ
に

在
る
而
B

こ
れ 

を
利
し
こ
れ
を
貴
ぶ
と
き
は
民
の
農
に
す
\

む
事
水
0 -
卑
き
に
流
れ
獣
の
擴
き

(

注
三
四) 

：
 

t

に
走
る
が
如
き
こ
と
疑
な
か
る
べ
し

」

.
と
。
し
か
し
、
今
日
に
お
い
て
は
，

「

農 

を
貴
ば
ず
農
に
利
せ
ざ
る
の
み
に
非
ず
五
の
大
弊
あ
り
て
日
日
月
月
に

_

深
.

c

往
1_

)

ン
 

•.

.く
成
.ど
も
是
を
止
る
こ
と
な
し
嘆
す
べ
.き
事

.な

り1_
_、
，
五
弊
を
除
.か

ぬ

な

らは

人
別
の
吟
味
、
育
子
或
は
入
百
姓
の
他
話
、

.
又
は
取
付
け
下
げ
、
力
田
を
賞
す

る
の
類
、
庶
.
富
の
要
務
を
行
な
っ
て
も
何
の
益
も
处
い
の
セ
あ
る
0
そ
れ
故

「

よ
く
病
を
治
る
も
の
は
•必
ず
先
づ
其
病
の
本
を
究
む
と
云
へ
ば
民
政
を
修
る 

:

S
H
O

 

.

に
も
先
づ
其
大
弊
を
画
く
す

」

こ

と

が

必
要
で
あ

る

と

論
じ
た
。

'

い
わ
ゆ
る
五
弊
の
第.一
は
#

惰
の
弊
で
あ
り
、
.

「

民
の
お
ご
り
て
且
わ
う
ち 

ゃ
く
を
す
る
こ
と.」

.

で
あ
る
。
.
'

「

人
^

^

朴
を
厭
ひ
..て
華
美
を
好
み
労
苦
を
嫌 

:

ひ
て
安
佚
を
喜
ぶ
讓
誰
し
も
同
じ
き
所
な
れ
ば
民
は
侈
惰
に
.趨
く
こ
と
尤
な
名 

'近
世
農
政
思
想
の
一
考—

事
也
、
況
や
当
時
吏
治
の
失
に
よ
り
勤
儉
も
益
な
く
侈
惰
も
勝
手
次
第
な
れ
ば 

.
難
々
蚩
蚩
た
る
も
の
悉
く
こ
れ
侈
惰
な
ら
ざ
る
は
'
な
し」

。

か
く
て
農
民
に
向 

ら
農
業
を
嫌
悪
す
る̂

情
が
存
在
す
る
場
合
に
ハ
農
民
を
し
て
、
再
び
農
業
に 

親
し
ま
せ
る
た
め
に
、

一
.時
的
に
免
税
、
減
税
等
を
行
な
っ
て
も
勧
農
の
実
を 

ぢ
げ
が
こ
と’
は
困
難
で
あ
る
。

'

.
第

一

ー

兼

併

の

弊

、

—1

豪
民
の
余
り
あ
る
財
を
以
て
貧
民
の
持
分
を
あ
わ
せ
取 

り
富
者
は
益 
<
 
富
、
^

者
は
益
^
/
貧
に
膏
瞍
の
地
悉
く
富
豪
の
た
め
に
吸
と
ら

,
、
tf
c

三
九)

.

 

.

.

れ
て
民
の
多
幸
遂
に
国
の
不
幸
と
な
る
琪
也

」

。
幽
谷
は
富
豪
'そ
の
も
の
の
存 

在
に
は
反
対.し
な
い
が
、
け
れ
ゼ
も
公
共
心
無
く
、
貧
民
よ
り
土
地
を
兼
併
す 

る
豪
富
の
者
に
反
対
す
る
。
と
同
時
に
貧
農
.の
苦
し
い
生
活
を
述
べ
る
の
で
あ 

る
。
土
地
相
应
に
課
税
が
行
な
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
農
民
は
よ
ろ
こ
ば 

ず
、
農
に
衝
す
る
に
至
る
の
は
兼
併
の
弊
が
あ
る
た
め

で

あ

っ

て

、「

土
地
平
 

均
に
し
て
経
界
正
し
く
上
中
下
の
差
別
を
以
て
相
応
に
軽
か
ら
ず
重
か
ら
ざ
る 

年
貢
を
出
さ
し
め
ん
；に
誰
か
心
服
せ
ざ
る
べ
き

」

と
い

ぅ

こ

と

を

企
図
し
な

;

■

(

注
四10

が
ら
、r

豪
民
有
て
.
一
己
の
利
を
専
ら
に
す
る.故
衆
民
の
心
を
そ
こ
な
ふ

」

に

至
る
。

.

'.
■

.

.

第
三
力
役
の.弊
、「

百
姓
の
田
畠
相
应
に
年
貢
上
納
す
る
上
に
持
参
の
高
に 

応
じ
て
又
i

か
i

り
伝
馬
歩
夫
、
配
符
潘
等
に
遂
ひ
つ
か
は
れ
て
田
地
を
持 

ち
耕
作
す
る
者.ば
か
り
難
儀
す
る1
%
也」

。
'
观
金
以
外
の
各@

の

労

働

仕

.

を 

農
民
に
.課
す
る
こ
と■の
^

可
を
，_い
'':
5
.
。.
と
く
に
田
地=

|
尚

に
..
か
ホ
る
こ
.と
か

ら
、
商
賈
及
び
游
民
浮
浪
，の
者
に
は
少
し
も
国
の
搖
役
が
課
せ
ら
れ
ず
、
多
忙

...
 

.

.

•

•
;.
';•
;

-

.

.

.

.

.

 

.

の
時
な
ど
農
夫
は
歩
役
に
お
わ
れ
て
耕
作
す
る
暇
の
.な
い
有
様
で
あ
る
。

「

と

一
五 

s

o

 

- 

V



か
く
大
に
煩
擾
の
弊
.を
除
て
無
用
の
雑
徭
を
省
き
高
掛
の
濫
法
を
敗
め
て
均
役
一

.

.

'

-
 

. 

. 
,
 

■ 

. 

. 

s
 

四.三)

の
法
を
行
ひ
民
の
力
を
寛
ぅ
せ
ざ
れ
♦は
農
を
勧
む
：る
こ
：と
：あ
た
は
ず

」

と
;0
此 

の
賦
役
の
不
均
衡
が
塞
国
一'様
の
弊
風
で
あ
る。

.:

第
四
横
斂
の
弊
ゝ̂
年
貢
正
恍
の
外
に
横
役
に
か
け
て
‘
民
ょ
り
取
る
三
雑
穀. 

切
返
し
：
.の
類
^

！̂

」

。
土
地
の
1

下
肥
蹺
に
.ょ
り
'て
取
付
の
厚
薄
が
あ
る
の

で
、：

土
地
相
疮
の
取
付
なo'
ば
正
供
で
あ
る
が
、.そ

れ

以

外

，
に

•
余
計
に
筋
な
き
：

'

: 

■
: 

, 

, 

.. 

f......... 

'.

名E
I

を
立
て
，取
る
こ
と.は
す
べ
：て
横
斂
で
あ
る。
' 

口
実
あ
る
い
は
詐
計
を
以
て 

農
民
を
热
取
す
る
こ
と
は$

自
で
あ
ら
て、

*

肖
の
怨
嗟
を
招
く
所
以
で
あ 

.
り
、.
そ
の
非
を
難
じ
て
；い
る
。

：：

第
五
煩
擾
の
弊
、.「

法
4

煩
は
し
く
吏
治
こ
ま
か
に
し
て
大
事
の
.肝
要
な
る 

所
は
却
て
行
屈
か
ず
無
用
の
$

に
隙
取
多
く
一

 

.度
に
て
す
む
べ
き
を
も
五
度 

十
.度
も
か
り
万
端
ら.
.ち
あ
か
ず
民
の.疲
れ
に
な
る
事
也」
。
.法

令

は

，
古

来

ょ
 

り
易
簡
な
る
を
貴
び

「

易
則
昜
知
、
.
簡
則(

碁
レ
従)」

と
い
っ
た
が
、
今
の
法
令 

は
煩
細
に
し
て
従
い
が
た
く
、
い
わ
ゆ
る
_

文
褥
礼
で
あ
る
。

ー
切
が
官
僚
主
• 

義
と
な
り
、
こ
れ
に
ょ
り
民
衆
は
迷
惑
を
ぅ
け
る
の
で
あ
る
。

.五
弊
は
そ
の
姿 

が
見
.え
ざ
る
弊
.で
あ
る
か
ら
、.革
め
.に
く
い
も
の
で.あ
'̂
。
，
幽

谷

は

以

上

五

弊
 

を
明
白
に
し
、
そ
の
非
を
難
し
た
。
こ
の
五
太
弊
は
農
民
に
影
響
す
る
と
こ
ろ 

極
め
て
犬
で
あ
り
、
こ
れ
を
根
治
し
え
な
け
れ
ば
農
業
生
産
の
振
，興
も

、

i

 

の
安
宠
も
な
く
、
雜
政
の
維
持
改
善
も
為
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

.
，

さ
て
、
幽
谷
は.「

勧
農
或
問」

巻
下
に
お
.
い

て

、
五

大

弊

根

治

の

具

_

を

論

.

.

.

.

.

.

.

.
1

.

ず
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
巻
下
の
冒
頭
に

「

富
国
の
本
務
は
勧
農
に
在
て
勧
農
の 

政
先
づ
五
弊
を
除
く
に
あ
る

」

が

「

侈
惰
、
兼
併
、
：力
役
、
横
斂
、
煩
擾
、
五

つ
の
4:

の
@

&

.:
'
'で
あ
る
が̂

、
-.
:
'—1

五
の
弊
悉
く
條
が
れ
ざ
れ
ば
効
な
か 

^

^

」

。
そ
：办
弊
を
除
く
具
体
策
に
つ
い
て
は
順
序
と
し
て
先
ず
第
五
の
弊
ょ 

:

り

手

を

卞

し

て

第

四

歡

三

第

ー

ー

：
第

.—
*

と
弊
を
逆
に
除
く
の
が
良
い
と
い
ぅ
。
幽 

谷

ば「

煩
優
；の
弊
革
ら
ざ
が
時
床
吏
治
の
本
立
ず
民
を
治
ん
と
し
て
却
て
み
だ 

る
こ
と
も
あ
ゥ
如
何
な
る
仁
政
良
策
有
て
も
行
屈
く
べ
か
ら
ず
故
に
首
と
し
て

'(

.注
五.
0
.

)

.

、：

v

c»:
3i
r
>

こ

れ

を

除

く

べ

：し

」

。

「

次

：に

横

斂

を

除

て

税

法

を

簡

易

に

し

民

を

心

服

さ

せ

」

、

'「

次
に
力
役
の
法
を
更
め
て
民
力
を
ゆ
る
く
し
農
時
に
違
ふ
こ
と
な
く
凡
そ
身 

あ

る

も

の

悉
.<
役
あ
り
で
游
手
浮
浪
の
徒
幸
に
し
て
免
か
る
ゝ
こ
と
能
は
ず
力 

田
.の
者
独
困
し
む
こ
と
な
か
ら
，し
め
役
を
施
す
に
其
年
を
論
じ
因
て
以
て
港
を

.

安
ん
じ
幼
を
慈
す
る< 0
:

教
_

^

、
へ「

次
に
兼
併
を
除
て
蹇
幸
不
幸
なく
良

'

ぐ
：

-,
.
. 

. C 

注
五
三)

-- 

を
し
て
其
業
を
安
じ
均
田
の
後
常
免
を
行
ひ
上
下
共
に
利
あ
る
べ
し

」

、「

然
後

に
百
姓
を
敬
す
る
道
あ
り
て
，厳
に
侈
惰
を
禁
.じ
風
俗
勤
儉
販
あ
り
て
且
富
み
教

化
行
は
れ
易
く
四
境:£
0

内
悉
く
仁
寿
の
域
に
躋
ら
し
め
ん
と
欲
す
。

」

と
、

幽

谷

は「

五
弊
緩
急」

と
し
て
こ
れ
を
論
じ
、.'
こ
の
具
体
策
の
実
施
をS

S

相」

.

.に
求
.め
る
と
こ
ろ
が̂>
'
.つ.
.た
。

概
要
は
右
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
具
体
的
な
る
提
案
を
み

る
と
、
煩
擾
の
弊
を
除
く
と
は

「省
：，

法
択
X

、
虚
文
を
す
てX
実
効
を
寳
る

.

(

注
五̂-
ノ

に
如
く
は
な
し
^

づ
今
の
繁
密
填
細
の
法
多
く
冗
禄
巳
後
の
出
来
物
に
て
員
治 

に
益
な
き
者
盡
く
こ
れ
を
#
除
し
威
公
義
公
の
旧
法
を
修
め
て
是
を
用
ひ
当
時 

利
法
の
本
意
を
考
へ
て
今
の
世
態
人
倩
に
撥
り
喜
き
も
の
を
ば
こ
れ
を
存
し
勘 

酌
す
べ
き
を
ば
斟
酌
せ
し
め
、
さ
て
一
切
の
政
令
威
義

1

一
公
の
旧
制
に
遵
ひ
給 

ふ
の
旨
貴
賤
大/J
>

共
に
告
諭
あ
ら
せ
ら
れ
有
レ
徵
こ
と
を
示
し
給
は
乂
信
従
せ

五
*

i

ヽ
ン

ざ
る
も
の
有
べ
か
ら
ず

」

と
い
ぅ
が
、
さ
ら
に
，

「

法
ば
か
り
た
の
み
に
な
ら
ず
、

人
才
の
択
み
肝}f

な
り」

と
。
人
材
の
抜
擢
、
適
材
適
所
に
置
く
と
共
に
、
法

• 

' 

: 

. 

• 

• 

• 

.
.
.

 

•

を
簡
易
に
す
る
こ
と
の
必
要
を
論
じ
た
。

「

法
令
簡
易
に
し
て
人
材
を
盡
さ
せ
.

 

賢
能
職
に
任
じ
て
一
切
の
煩
擾
を
去
り
民
間
の
害
を
除
き
利
を
興
す
一
挙
し
て
：

次
に
、
横
斂
の
弊
を
除
く
と
は.r

理

，
財

正

，
辞

、

禁

ニ

民

為

,
非
、.
日

，
義

と 

云
ふ
こ
と
あ
り
、

一
切
の
横
斂
を
除
く
來
是
に
て
心
得
べ
し
、
..畢
竟
理
財
其
道 

を
得
ず
辞
を
正
し
く
取
るこ

と
あ
た
は
ざ
.る
双
に̂

双
を
か
け
民
も迷

惑
心
服 

せ
ざ
る
な
り
す
ベ
て
小
利
に
さ
と
き
者
は
必
ず
大
計
.に
昧
き
も
の
な
り
、
大
な

• 

る
所
に
て
損
を
す
办
ど
も
悟
ら
ざ
る
故
種
々
の
奸
法
を

と

し

ら

へ
分
證
の
利
益 

を
は
か
る
.也
上(

取

る

と

下

へ

渡

す

に

は

算

数

の

勘

定

を

ー

違

は

ナ

る

類

一

.

.
切

除
 

去
て
正
直
に
す
べ
し

」

。城
米
を
納
る
時
不
正.な
き
様
、
と
く
に
急
に
改
む
べき 

も
の
と
し
て
三
雑
穀
切
返
し
直
段
の
問
題
が
あ
ム

。

.

次
に
力
役
の
弊
を
除
べ
こ
と
、
こ
れ
は
ま
ず
公
平
を
旨
と
し
、
高
掛
と
面
掛 

と
の
得
失
を
論
じ「

役
法
は
高
掛
ょ
り
面.掛
に
，す
.る
窜
利
多
し」

と
し
て
い
る0
: 

「

力
役
の
征
は
庶
人
の
身
あ
る
も
の
悉
勤
む
.ベ
き
替
の̂

な

れ

ば

国

中
—-
歲

人
 

夫
の
想
数
を
っ
も
り
民
ル
ー.一.汁
ょ
り
六
十
ま
でJ 
.歲
に
役
.日
幾
日
.
と
.
定
.む
；'へ 

し
、
勤
め
過
し
或
は
不
足
は
仲
間
の
.吟
味
に
て
相
互
：に
勘
矩
立
さ
す
る
也
方
も
. 

あ
る
べ
し
何
れ
平
均
に
国
役
を
つ
と
め
損
得
か
た
：お
ち
な
る
こ
と

^

き
^

#

一

<
注
六
一

)

.

.:
一
 

-

.

.

な
り」

と
。'
田
地
を
カ
作
す
る
者
の
役
寛#

こ
と
が
勧
農
の.要
術
で
.あ
る
。
か
. 

く

て「

役
法
は
高
掛
ょ
り
面
掛
に
す
る_

利
多
し
：さ
れ
ど
も
法
令
簡
易
に
し
て 

賢
才
職
に
'任
:-
1
:是
ま
で
1

切
煩
擾
多
事
の
弊
を
除$

ん

ば

面

辣

に

て
^
§

役

,多
く
民
力
を
寛
す
る
事
能
は
ず
、と
知
る
ベ
し
役
法
既
に
改
ま
れ
ば
末
作
游
惰
の 

民

は

困

霊

惑
.し
て
繁
人
の
み
悦
ぶ(

f

j
t i
g

■
'

つ

い

で

、
農

入

が

.
ょ

ろ

こ

ぶ
場
合
に
お
い
て
も
、
少
分
；の
高
持
と
大
分
の
高
持 

と〔

の
損
得
が
論
ぜ
ら
れ
る
が
、
兼
併
の
弊
を
破
る
の
術
を
み
る
と
、
ま
ず
仁
政 

.
は
必
自
ー
一
経
界

1.

始
る
と
い
い
、
幸
を
獲.る
者
と
弊
を
受
る
者
と
が
あ
る
。
而
し 

て「

声
®

有
レ
富
者
、

」

不
レ
患
&

而
患
レ
不
レ
均

」

と

い

ぅ

こ

と

を

会
得
し
て
、 

「

均
囝
の
法」

と
：

「

限
田
の
法」

'
と
を
.
実
施
す
る
こ
と
め
必
要
を
説
く
。

「
ま 

づ
均
田
の
法
を
行
び
て
負
び
高
を
改
め
織
の
.の
び
つ
：ま
り
且
取
付
の
高
下
を
吟

パ

,

へ&
六
S 

:
 

•

味
し
て
各
其
宜
に
叶
し
む
べ
し

」
「

次
に
限
田
の
法
を
立
て
貧
富
共
に
安
か
ら

ベ
生J

ヽJ

ヽ
ノ
•

し
む
る
術
あ
り」

。
.
こ
.
の
.両
者
は
い
ず
れ
も.
要
務
で
あ
る
が
、

是
を
行
な
ぅ
に 

緩
急
の
.序
が
あ
る
。「

お
阳
は
㈣

カ
の
規
矩
さ
，へ
立
ば
速
に
法
を
以
て
正
す
胄 

成
や
す
し
限
田
は
こ
れ
を
急
に
す
れ
ば
甚
害
あ
り
漸
々
と
勢
を
以
て
駆
る
ベ
き

(

注
六
七)

'

:

な

り」

と

.
。し
か
し「

li
t

一
一.つの者行わるは

^

#

ま
れ
て
.百
姓
大
に
悦

\ C

注
六八)

.
'
 

■

ぶ
こ
.と
掌
を
指
が
ど
と
し

」

。
で
は
均
田
と
は
い
か
：な
る
こ
と
か
、
右
に
引
用 

せ
S

一
暴
を
■

«.

し

て
—|
^

が
双
|1

ち
田
の
術
は
左
に
胄
ず
#
分
の
多
少
は
其 

儘
さ
し
置
、',
有
高
の
上
に
て
帳
面
を
畝
歩
と
.引
合
せ
取
獲
と
取
付
と
を
考
合
せ 

H

高
と
免
と
を
均
し
く
貧
富
共
損
得
な
か
：ら

し

む

戀
J

4

ベ
て
い
る
。 

而
し
て
均
田
が
成
功
し
允
時
は
農
を
勧
め
ず
と
も
農
は
自
ら
務
む
る
と
い
ぅ
有 

.

と
な
る
',
0

限
田
'©

法
は
い
か
.に
す
る
か
、「

豪
民
.の
^

に
乗
:1
:

て
.
際

限

な

し

に

田

地

を
'質

取

る̂
小

民

産

業

に

因

、
む

基

な

^

ば」

、

：
.限
>
1民
.
.名

田
1
:
こ

と

が

行

.
:

...j 

-
ン
.....
 

-

...

な

わ

れ

た

。
_

,

こ
；
れ

令

取

巧

上

.げ
る
こ
t

は
不
可
で
' 

以
後
限
制
の
高
の
外. 

.貿
ぅ
と
と
の
出
来
ぬ
ょ5

に
、.
.：
次
第
に
限
田
を.
行
.な
う
。'F

民

を

さ

わ

が

..さ

ず

近
世
農
政
思
想
の
一
考
察



し
て
限
田̂

|

す」

、
而
も
各
農
家
は
自
已
の
：
.
カ
量
以
内
の
：甶
畠
を
耕
％:こ
と 

が
最
上
の
法
で
あ
り
、

人
力
を
量
.て
限
田
の
制
を
立.
つ
る
こ
と
が
'：必
要
で
あ

• 

.:'「

.
：
：
；

 

：
.：
■:ベ(

法
七
 ilv

る
。

ら
に
幽
爷
は
現
行
の
四
公
六
民
の
粗
率
に
つ
い
て
論
じ
、

r

三
折
返
しj

 

を
主
張
し
、
そ
の
軽
賦
め
必
要
を
い
ぅ
。
即
ち
.

「

今
の
勢
に
て

は

一一一
折
返
し
よ 

り
作
徳
少
き
に
是
非
農
業
を
づ
と
め
よ
と
去
ふ
歌
無
理
な
り
何
程
農
を
勧
む
る 

■

と
も
！
：̂

き
故
人
従
は
ず
ま
た
三
折
返
し
よ
り
追
分
に
作
徳
多
き
時
は
驕
惰
に 

流
^

1

|び」

、

〗

こ
こ
に
幽
谷
は
韓
非
の
言
葉̂

人
之
生
也
、

財
用
足
則
惰
ニ 

於
P

力
、
上
治
懦
則
肆， i

於
為
P
非
、■
財
用
足
而
力
作
者
神
農
也
、

上
治
儒
而 

行
修
者
会
史
也
、
夫
民
之
不k

u

神
農
会
史
一
亦
明
矣

」

を
引
用
し
、

民
を
治 

る
の
心
得
を
述.ベ
て
い
る
。
て

さ
ら
に
、.
侈
.僧
の
弊
を
除
く
こ
と
、.農
民
は
本
来r
勤
儉
の
二
字
西
姓
の
護

C

注
七
五

〕 

： 

'
(

注
七
六

) 

-

身
符
た
る
べ
し」

し

か

し「

侈
惰
の
多
き
は
農
に
利
な
き
が
：故

」

で
.あ
る
。
そ 

れ
故
農
民
を
し
て
勤
儉
に
導
く
に
は
、
農
に
利
あ
ら
し
.^

る
よ
り
外
に
な
い
。 

す
で
に
四
弊
が
革
ま
り
た
る
結
果

「

今
煩
擾
を
去
て
民
生
を
安
ん
：じ
横
斂
を
除 

て
民
6

を
樹
し
力
役
を
較
し
て
民
力
を
寛
る
く
し
力
作
に
優
に
し
て
游
手
の
者

(

注
七
七

)

;

.

困
み
兼
併
を
破
り.
.て
貧
富
幸
不
幸
众
く
三
折
返
し
の
常
免

J

と

な

り—|
勤

儉

次
 

.第
に
て
衣
.食
足
り
や
す
し
是
農
に
利
あ.り
て
.
.
せ̂
ざ
れ
ど
も
本
.を
務
む
る
術
な 

S
5
。

兼
併
の
弊
が
破
ら
れ
、

豪
民
の
務
も
自
然
^:
屈
す
る
様
に
な
っ
て
い
る 

の
で
、

過
分
の
奢
侈
も
行
な
い
が
た
く
、

r

平
民
は
勤
儉
な
れ
，は

富

み

侈

惰

な.

C

注
七
ん

)
■

-

れ
ば
貧
く
成
る
故1_
_

に
そ
れ
を
教
え
る_

も
容
易
で
あ
る
。
し.か
し
、
さ

ら

に
 

幽
狢
は
勧
農
の.S

的
を
達
す
る
た
め
に
、
.

商
賈
の
民
を「

労
苦
な
く
し
て
富
を

:(

注
八0
>

為
し
奢
侈
の
媒
と
成
て
民
心
，を
そ
こ
な
ふ
も
の

」

.

と

し

て

、

農

.を

利

す

る

と

共

■

,

.

:

一
 

八
：.
.

(

；
四o

四)

:

に
こ
れ
を
貴
ぶ
。
他
面
商
を
抑
え
且
づ
賤
む
の
で
あ
る

b

dt

農
工
商
の
身
分
を

.

 

.
.
.
.
.
.
.
.

 

-

 

. 

.

 -

 

•

 
-

 •

 

•
.

 

.
■
..

確
定
し
、
農
商
間
の
婚
姻
を
禁
じ
、
城
下
に
住
む
浮
浪
の
者
は
人
別
の
本
を
糾

:

'
•
• 

• 

■
, 

*
•
.
. 

. 

•
» 

• 

. 

-

し
て
鄕
里
：に
帰
ら
：し
め
、
あ
る
か
は
商
賈
に
重
税
を
課
す
べ
き
で
あ
る
と
い

-

.

.
§

 
八
—.)

、
 

V
'

ぅ
。：「

書
の
品
を
分
つ.
1と
->
1

勧
農
の
捷
径
な
ゎ」

。そ
こ
で
、
鄕
村
に
人
を
返
す 

が
に
農
具
..
.

種
へ
夫
食
のlu
-

話
が
あ
る
が
城
下
の
日
傭
取
り
が
少
な
く
な
り
て

： 

武
士
町
久
共
が
迷
惑
と
な.り
.■は

し
な
：い
か
、.崇，

本

抑

，
末

は

至

極

の

論

で

あ

る
 

.
が
急
に
厳
に
し
た
ら.社
国
中
窮
屈
：と
な
り
は
し
な
い
か
、
中
国
の
管
仲
等
の
な 

し
た
當
国
の
仕
力
は
左
様
に.い

じ

け

た

：も

Q

で
は
な
い
：の
で
は
な
い
か
、
と
の 

問
を
設
定
し
、

そ
也'に
答
え
つ
つ
、
：，

r

五
弊
既
に
革
ま
り
た
る
上
は
人
た
本
業 

.
を
カ
1め
出
里
を
安
す
べ
.し
嫁
娶
に
物
入
な
く
男
女
時
を
失
は
ざ
ら
し
め
生
子
を 

育
す
る
の
令
を
厳
に
し
浮
浪
を
禁
ず
れ
ば
瓶
あ
る
事
入
百
姓
す
る
に
及
ば
ず
民

の
産
を
制
し
資
財
の
源
を
開
き
勤
儉
を
す
\

め

侈

惰

を

禁

ず

れ

ば

富

在

，
一
其
中
一

.

.

.

.

.

.

.
.

. 

.

.
• 

. 

»
■ 

•
.

'然

後
.に
.
.，人

倫

を

明

か

.に

す.る

教

戸

ご

と

，
に

.

^
し

人

ご

...と

に

告

げ

ず

と

も

行

固

ベ

S 

■

.
き
事
也
'
.1-
-

と
結
論
し
た。.

:

最

後

に

幽

谷

は

「

節

，
用

愛

，
人

之

道

」

を

論

じ

、

「

国

家

の

財

用

は

皆

民

ょ
 

り
出
づ
る
も
の
な
り
も
し
⑽
レ
節
胃
レ
度
こ
と
あ
た
は
ず
し
て
財
用
足
ら
ざ
れ 

ば
，是
非
な
く
横
斂
暴
斂
を
民
へ
.
か
く
る
ょ
り
外
な
し
何
程
惻
隠
の
心
あ
り
て
人
.
. 

を
愛
す
る
と
も
人
其
訳
を
蒙
ら
ず
敌
に
愛
,
民
に
は
必
先
づ
節
ぃ
用
を
先
と
す
る

.(
注
八
三)

.

■ 

•

ベ

'

'

:

:

.
 

'

こ
.
と
办
り」

と
述
べ
.た
。.
而
も
，

「

理
財
め
道
さ
ま
ぐ
あ
り
と
いへ
ど

も

®
用 

を
節
に
す
る
の
要
訣
た

.だ

量

レ

入

以

為

，
出

の

.

一
，
語

に

過

ぐ

可

ら

ず

此

外

に

奇

妙
 

の
術
を
求
る
者
皆
影
を
捕
へ
風
を
係
ぐ
の
談

j

切
邪
説
な
り
と
知
る
ペ't
:

J

と 

財
政
整
理
、
財
政
策
の
根
本
に
ふ
れ
て
い
る
。

以
上
.r

勧
農
或
問」

に
お
い
.て
幽
谷
が
主
張
せ
ん
と
し
た
内
容
の
要
旨
を
， 

本
文
ょ
り
引
用
し
つ
つ
ほ
ぽ
こ
れ
を
概
括
し
た
の
で
あ
る
が
、
幽
狢
の
主
張
せ 

る
勧
農
説
は
、
支
那
の
経
済
学
説
に
そ
の
.根
摁
を
お
き
、
そ
れ
か
ら
の
暗
衆
を
. 

.得
て
、.
現
実
の
部
簡
題
の
解
決
に
資
せ
ん
と
し
、
水
戸
藩
の
農
政
改
革
の
た
め 

の
施
策
を
樹
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
考
え
方
は
、
当
時
儒
者
の
常
^
的
な
る 

考
え
方
を
出
で
ざ
る
と
こ
ろ
多
く
、
必
ず
し
も
ず
べ
て
幽
谷
：の
創
見
と
は
い
い 

え
な
い
が
ハ
往
々
独
自
の
見
解
が
散
見
し
、
時
弊
を
痛
論
し
、
時
務
に
適
切
な 

る
点
を
も
示
し
て
い
る
と
い
い
ぅ
る
で
あ
ろ
ぅ
。

c
~.
i
四
'

*
一
一•

--
•

.

W

::
.(

未
完)

(

注
一)

東
晋
太
郎
氏「

7I
C

戸
学
派
の
経
済
論」

ハ「

経
済
学
論
^」

^
七
巻

三 

号
、
及
び
四
号
、
⑩
和
二
十
八
年
十
月
见
び
昭
和
二
十
九
年
一
月)

桊
照
。
 

(

注
ニ)

例
え
ば
藤
田
彪
の
手
に
な
る
.「

先
考
次
郎
左
衛
門
藤
田
君
行
状」

に 

見
ら
れ
る
記
事
、.

4

る
い
は
高
頒
芳
次
郎
氏「

水
戸
学
派
の
尊
皇
及
び
経
•
 

綸」
(

昭
和
十
.

一

年)

、
西
村
文
則
氏「

藤
田
幽
谷」

(

昭
和
十
五
年)

等
の 

論
述
に
見
え
る
。

.

.

(

注

1
0
幽
谷
の
勧
農
或
.：問
を
は
じ
め
と
す
る
著
書
、
封
事
、
論
、
詩
文
、
® 

筒
は
、
菊
池
謙1

一
郎
氏
編r

幽
.谷
金
集」

(

昭
和
十
年)

一
巻
に
.お
さ
め
ら

れ
て
い
る
。

(

注
四)

5

輯
旨
趣」

(

幽
谷
全
集)

ニ
九
頁
0

.

(

注
五)

水
戸
藩
の
社
会

.
経
済
的
事
情
に
つ
い
て
‘の
研
究
は
必
ず
し
も
多
く
'
 

な
い
が
、

一
方
に
は
、
.社
会
経
済
的
豸
，双
の
後
避
性
が
指
摘
さ
れ
、
近
代
的

近
世
農
政
思
想
の
一
考
察

:

.

生
産
の
未
発
逮
が
そ

'
の
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
が
、
他
方
に
は
、
，商
品
経
谘
の 

.

発

展

.
ょ

り

む

し

ろ

先
难
地

帯

に

入

る

こ
と
を
指
摘
し
、
在
郷
商

人

層

の

展

開
 

の

事

实

が

あ

げ

ら

れ
て
い
る

。
他
日
苒
び

考

察

を

加

え
た
い
。

(

注
--
.
-

O

— I

安痛論 J

 (

幽谷全集)

ニ 
一一-A
K

。

(

注

七)
「

丁

已

封

事

」
(

幽

谷

，全

集

0

五

六

ー

頁

以

下

。
'

'(

注

八)

同

五

六
1

頁

。
. - 

(

注

九)

.

同

五

六_.
-
1頁
。
.

(

注

1
0)

同

艽

六

艽

弓

.

〈

注」

：
一
：
：
1

ニ 

.

一
 

三)

.
，
同

五

六

六

頁

。

、

(

注
--

四.)

同
五
六
九
丨
五
七

0頁。

(

.注

.
一
五
-

同

五
.七
三
丨
五
七
：四
貢;°
:

ン

-

(

注一：六)

：「

丁卯封事
|—
:(

幽谷全：集)

五ゼ五頁以下。

.

.(

注 

一'
七
.

--

八

：

一
：
九

.
M
l
o
y

同

五

七

八

頁

。

：

(

注
—
ニ
.

)

.

同
' 

五

七

九

頁
。

；

.

•:

(

注ニー̂

^

勸
農
或
問
し
^

幽谷全集)

一ニ一 
頁以下。

(

注

ニ.
三
：

ニ

四• 
ニ
.五)

同
'

i

 

ニ

三

頁:0
'

,
 

c

注

ニ

六•
 

ニ

七
:;

—-
八)

.同
,
ー
ニ
五
頁
。

(

注
1.ー九> 

同
.-

ー一 
.；ー

」

七丨八頁
0.
. 

' 

(

注
.三 
o 

. 

U
U

 

...三 j

—*
*
l
l
H
> 

:

同ぐ.1 :1

ー；，八頁
。
.

-.

(

注
三
四
，
.
壬
2,
:

>
 

同
.
：
-

ー：
.

三
:0

頁
\

:
 

- 

.

. 

■

/

.
 

.

,'
■

.
 

(

注 m

 

六)

.
同
一
 
f

--

三
-

一
貢？
:'
.

-

/

•;
.

(

注
ー
-*
.
七
.

三
八)

：'
同

'
S

,:

t
.
-
:
.
. 

I
,

九
、
s

o:

五
V

ぐ



c

注
'

m

 
九)
、
同

：

一
 

四

-.
頁

:0
.
.
.
.

.
人 

.

(

注
四
O
.
S
.
C
'
同

：m  

四
.三
頁 
0
:

- ;
'
,

■
:
'

(

注
四
ニ)

同

一

五

一

頁

。'
.
, 

■'
.
 

(

注
四
三

.■四
四)

■■

同

一

佥

七

M
。

(

注
四
五
. -

四
六)

fn
j

: :

ハ
0
頁
。

{ ：

注
四
七

.
四
.八
'.
'
四

九

.
五
〇

•
五

.一'
，
五
ニ)

.;
同

—-
六
七
頁
。

■
•■

(

注
五
三

.
五

四

•
■T
I
-T T
.，
丑
六

.
五
七)

：
同

‘
一

六
八
.頁
。

(

注
五
：八
、
五
：九)

同

：.ー

七
ニ
頁
。

.'.

(

注
六
〇)

岡

一

七

九

頁

。

(

注

六

3

同
一
八
〇頁。

(

注
六
二)

rn
l

一
八
六
頁
。

.

y

(

注
六
三)

.幽
谷
の
力
役
に
関
し
•て
は
、
当
時
の
事
情
の
経
済
史
的
考
察
と
あ
：
 

い
ま
っ
て
そ
の
持
つ
意
.味
を
擒
討
し
た
も
の
に
、
.大
山
敷
太
.郎
氏「

藤
田
幽 

.

谷
の
力
役
課
徴
論J

 

(「

経
済
史
研
究

J

第

十

七

卷

第

六

号

、

昭

和
-|
*
ニ
ハ
ヰ
六 

月)

：が
あ
る
。
氏
は
そ
こ
で
幽
谷
の
力
役
課
微
論
に
は
当
時
力
役
の
課
徴
が 

如
何
に
過
蜇

•
苛
酷
で
あ
‘る
か
と
い
ぅ

^
実
論
と
、

こ
れ
を
如
何
に
軽
減
.

■
安
易
な
ら
し
む
べ
き
か
の
政
策
論
と
か
ら
、
す
な
わ
ち
そ
の
負
担
の
不
均
等

• 

: 

. 

.

.

.
へ 

ニ
0

,(

四
〇
.
六)

'.

:

と
、
.そ
.の
對
等
化
0 :
緊
急
不
可
：欠
な
る
所
以
と
のrl

面

が

あ

る

：

こ
：：

と
を
述
べ 

た
。

か
か
る(

農
民
の
.負
祖
中
最
大
：の
も
.の

{ 4
主
：要

街

道

筋

'の

助

郷

役

で

あ 

り
、：
し
か
も
、
'そ

( 0
ー
賦
課
方
法
が
高
掛
.で
あ
り
、
田
地
の
持
高
に
応
じ
て
な 

.
さ
れ
て
い
る
こ
と

.は
、
封
建
社
会
の
«
接
税
の
負
担
者
で
あ
る
高
持
百
姓
の 

負
祖
を
過
重
に
し
、
他
方
商
工
，業
を
そ
の
負
担
ょ
り
除
き
、
ま
す
ま
す
對
建 

社
会
の
矛
盾
を
.激
化
せ
し
め
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
 

c

法
六
四

•
六
五
i

ハ
六
-
六
七
：
•
六
八)

同

1

八
六
頁
。

(

法
六
九

)

同

：
|

九
0

頁
。

■

.

(

注
七
0

.
七
ー
>

同

- .
九

--
-ー
ー
頁
。

 

'
(

注
七
ニ
.

)

同
一
九
五
頁
。

<
:注

：七

三

，

'

七

四
.
.七
35
:

-

七

六)

.
同 

一
-

i

C

頁
:°

(

法

七

七♦
七
，
八

)

.同

T

九

六I

七

頁

。

(

法

七

九.
八

〇)

.
同

一

九

七

頁■

' 

(

注
<

1〕

同

一

九

八

頁.°
.
ノ 

.

パ 

(

注

：
八

ニ.
八
.
三)

一
ー
ー

0
四

頁

。

(

注

八

四

)

同
'

ニ 

0
六

頁

。

 

.

国
有
化
産
業

( :

お
け
る
価
格
.産
出
量
政
策...
.
.
.
.
.
.

,

.
.

.

,

. 

# 

* 

. 

■ 

. 

.

.

f

.

厂
.
. 

.

■

,

. 

.

.

.
 

. 

.

.

.
 

.

.

.

.

.

.
 

,

マ 

ン 

'
 

:

丸

：
尾.

.

直
、

..美

一
、

問

題

の

提

起

こ
の
小
論
に
お
い
て
対
象
と
す
る
の
は
、
し
.ば
し
ば
基
礎
産
業
と
呼
ば
れ
る 

産
業
•の
中
で
、
固
宏
設
備
費
用
が
総
費
用
の
う
ち
の
大
き
な
部
分
を
占
め
る

よ 

う
な
種
類
の
産
業(

例
え
ば
電
力
、
ガ
ス
、
鉄
道
、
鉄
銅
業
等

)

で
あ
る
。
周 

知
の
如
く
、
こ
の
種
の
産
業
で
は
、
独
占
が
経
済
的
に
不
可
避
か
つ
有
利
で
あ 

る
の
砍
#I

通
で
あ
る
。
何
故
、
'

こ
の
種
の
産
業
を
対
象
と
し
た
か
と
い
う
と

( 

国
有
化
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
主
と
し
て
こ
の
種
の
自
で
あ
る
か 

.
ら
で
あ
る
。
実
際
に
資
本
主
義
国
ー
に
お
い
て
、
.
国
有
化
が
問
題
と
さ
れ
る
と
き 

対
象
に
選
ば
れ
る.の
も
主
と
し
て
と
の
種
の
産
業
で
あ
る
。
又
、
国
有
化
し
な 

い
場
合
は
、
独
占
を
許
容
し
つ
つ
統
制
す
る
必
要
が
：あ
ろ
う

.が
、
い
ず
れ
：の
場 

合
に
し
て
も
、
こ
 

'の
種
.の
産
_

に
属
す
る
企
業
の̂

制
の
墓
準
を
得
る
ため
に 

は
.、
JH

し
い
価
格
.：産
出
量
政
策
の
在
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
極
め
て 

■
-
K

--®
.

と
な
■る
0

. 

.

.
: 

:

.

.

国
有
企
業
乃
至
公
有
企
業
に'お
け
る
®

 

.
•
.
産

出

量

政

紙

に

関

連

.す

る

議

論
は
い
ろ
い
ろ
な
立
場
乃.至
観
点
か
.ら
な
さ
れ
て
来
て'
い
る
。
先
ず
第
一
に
挙
ぐ 

:
ベ
き
：は
、
近
代
経
済
学
者
に.ょ
るi

i
i

阶i

#-'

で

あ

る

。

こ

の

論

争

の

'
中

で 

は
一
一.つ
の
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
が
特
に
重
要
：で
あ
る
。

.
そ
の
一
つ
-
は
社
会
主
義_ 

社
会
に
お
け
る
緩
済®

問
題
を
.め
ぐ
る
議
論
で
あ
り
他
の.一.
つ
は
、

「

理
想 

的
.(i

d
e
a
l)

価

格
.1
-

乃
至
：

「

理
想
的
産
出
量」

に

つ

い

て

の

摩
生̂

済

学

的 

議
論
で
あ
る
。.第
二
.に
、
释
営
学
的
立
場
が
ら
な
さ
れ
る
公
益
囊
料
金
論
も 

.
f

乃
至
産
出
量
政
策
に
づ.い
て
の
議
論
で
あ
る
。
第
三
に
、
•
英
、
仏
な
ど
の 

資
本
主
義
国
の
国
有
化
企
業
で
行
な
'わ
れ
た
勢
&

€>
'

I

乃
至
産
出
量
政
策
を 

め
ぐ
る
讓
論
が
あ
る
。
最
後
に.、
共
産
主
義
圏——

特
に
：ソ
連——

に
お
け
る 

価
値
避
論
争
も
国
有
企
業
の̂
!
 

•産
出
量
政
策
の
在
り
方
に
つ
い
ての
論 

♦

に
関
連
が
あ
る.
0
こ
れ
は
：マ
如
ハ
ハ
あ
：
§

趣

諭

，に

ょ

る

価

値

及

.び

德

を

め
 

ぐ
?

て
^

議
論
で
あ
る
。.ヽ

更
に
と
れ
ら
の
論
争
に
別
の
立
場
か
ら
加
わ
ら
た
者 

な
ど
を
加
え
れ
ば
、
.
/\

ム
有
企
業
に
：お

け

る

麗

：.
産
出
量
政
策
は
実
に
様
々
な 

が
ら
関
心
を
持
た
れ
、
：議
論
さ
れ
'て
来
て
い
る
と
い
え
る
。

;
*

価
格
ぐ
鹿
出
貴
政
策
と
呼
ぶ̂
は
^
価
格
と
鹿
出
量
と
は
广
ど
ち
ら
か
を

>
.
• 

■

'

'

■
ニ
.
一

(

四
0

七)

‘

.国

有

化

産

業

に

お

け

る

価

格

•
.産

出

量

政

策


